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独立行政法人環境再生保全機構の概要 

 

１．第二期中期目標期間 

  平成 21 年 4月 1日～平成 26 年 3月 31日 

 

２．目的・業務の内容 

（１）目的 

独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）は、公害に係る健康

被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化

ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿によ

る健康被害の救済等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の

保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する

とともに人類の福祉に貢献することを目的とする。（独立行政法人環境再生保全

機構法（以下「機構法」という。）第 3条） 

 

（２）業務の内容 

機構は、機構法に基づき機構の目的を達成するため、機構が有する能力等を発

揮し、環境分野の政策実施機関として、その役割と責任を果たすため、次の業務

を行っている。 

① 大気汚染や水質汚濁の影響による健康被害の補償業務（公害健康被害補償業

務）（機構法 第 10条第 1項第 1号） 

② 大気汚染による健康被害を予防するために必要な事業に係る業務（公害健康

被害予防事業）（機構法 第 10条第 1項第 2号） 

③ 日本国内及び開発途上地域の環境保全に取り組む民間団体への助成業務並び

に民間環境保全活動の振興に必要な調査研究等に関する業務（地球環境基金業

務）（機構法 第 10条第 1項第 3号及び第 4号） 

④ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用の助成等の業務（ＰＣＢ廃棄物処理助

成事業）（機構法 第 10条第１項第 5号） 

⑤ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条の五第 3 項に基づく廃棄物の最終

処分場の維持管理に係る費用の管理業務（最終処分場維持管理積立金管理業務）

（機構法 第 10 条第 1項第 6号） 

⑥ 石綿による健康被害の救済に関する認定、救済給付の支給、特別事業主から

の拠出金の徴収業務（石綿健康被害救済業務）（機構法 第 10条第 1項第 7号) 

⑦  ①から⑥に掲げる業務に附帯する業務（機構法 第 10条第 1項第 8号） 

⑧  建設譲渡事業及び貸付事業に係る債権の管理及び回収業務（債権管理・回収

業務）（機構法 附則第７条第 1項第 2号及び第 3号） 

⑨ 良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理

及び提供並びに研修を行うこと（機構法 第 10条第 2項） 
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指摘事項の該当項目については、以下のとおりである。 

評 価 書：平成 21年度独立行政法人環境再生保全機構業務実績の評価書（平成 22年 8月 5日） 

二次評価：平成 21 年度における環境省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見

について（平成 22年 12月 22日） 

基本方針：独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22年 12月 7日 閣議決定） 

具体的取組：平成 22年度業務実績評価の具体的取組について（平成 23年 4月 26日） 

 

 

指摘事項等への対応状況

 

●事務・事業 

＜公害健康被害補償業務＞ 

【指摘事項等】オンライン申請を強力に推進する必要がある。 【該当項目】評価書 

【対応状況】 

・ オンライン申告未導入の 5,161事業所について、オンライン申告の導入促進依頼文書を送付するととも

に、委託商工会議所においてもオンライン申告が導入されるよう積極的な指導を依頼した。 

・ また、日本経済団体連合会、電気事業連合会、日本鉄鋼連盟など各種団体へもオンライン申告の導入に

向け直接的な働きかけを行った。 

・ 特に、電気事業関係では、電気事業連合会が主催する環境幹事会の場で、オンライン申告への理解と導

入依頼を直接要請するとともに、電力各社の本社を訪問し、直接オンライン申告の協力依頼を行った。 

・ オンライン申告の問合わせに対応するためフリーダイヤルを開設し、納付義務者からの疑問、質問に的

確に対応した。 

・ オンライン申告を強力に推進するために、23年度申告納付説明会の資料にオンライン申告のメリット、

利便性を強調した内容を盛り込みオンライン申告の促進に努めることとした。 

 

【指摘事項等】汚染負荷量賦課金の徴収業務については、引き続き、納付義務者に

対する効果的な指導等を行いつつ、効率的に実施する。（22年度から実施） 

【該当項目】基本方針 

【対応状況】 

・ 委託商工会議所担当者に対し、納付義務者に対する適正な申告に向けた指導方法等を習得する研修会を

開催した。 

・ 納付義務者に対し、全国 147 商工会議所 101会場において、公害健康被害補償制度、申告書等の記載方

法やオンライン申告の手続き等について説明するとともに、特にオンライン申告の利便性を中心に、効果

的な指導、説明を行った。 

・ その結果、オンライン申告については、22年度は 37.9％（21年度、29.9％）に増加するなど納付義務

者等の事務処理の効率化を図ることができた。また、申告額に係る収納率については、99%以上を維持し

た。 
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＜公害健康被害予防事業＞ 

【指摘事項等】『そらプロジェクト』の実施結果等を踏まえ、公害健康被害予防事

業全体について事業内容等の抜本的な見直しを行なうとともに、以下の取組を実施

する。（22年度から実施） 

・ エコカーフェア、エコドライブコンテスト、大気汚染防止推進月間関連事業等

を廃止する。 

・ 地方公共団体への助成事業については、各メニューの必要性を精査し、予防事

業としての役割の低下や実績、効果等に減少がみられる最新規制適合車等代替促

進事業を廃止するなど真に必要な事業に限定する。 

・ 地方公共団体への助成は、事業の種類及び規模ごとに定額助成の基準額を設定

する。 

・ 患者団体、関連学会等にヒアリングを実施し、ぜんそく患者のニーズに的確に

こたえる事業内容に改善する。 

【該当項目】評価書、基

本方針 

【対応状況】 

●環境省が行っている「そらプロジェクト」の実施結果は、平成 22 年度末時点で公表されていない。引

き続き、情報収集に努める。 

●機構が直接実施する事業について 

・エコカーフェア、エコドライブコンテスト、大気汚染防止推進月間関連事業を廃止した。 

●地方公共団体が実施する事業への助成について 

ア.最新規制適合車代替促進事業は廃止した。 

・地方公共団体への通知：平成 22年 8月 4日 

イ.廃止した最新規制適合車代替促進事業以外の事業については、予防事業としての必要性を精査したと

ころ、役割の低下、実績・効果等の減少が見られなかったため引き続き実施することとしている。 

・健康相談事業、健康診査事業及び機能訓練事業については、事業の実施効果を把握するために実施し

たアンケート調査結果により、事業参加前後の比較において、薬の使い方や環境整備に気を配るなど

治療への取り組みの変化、学校等の欠席や行事不参加の減少及び症状の軽減等の事業実施効果が確認

されている。 

・大気浄化植樹事業については、国立環境研究所の研究結果等により、樹木による大気浄化能力が確認

されている。 

・医療機器等整備事業については、ぜん息等の診断･治療のために不可欠な検査機器を対象としており、

ぜん息患者の健康回復に必要不可欠である。 

●地方公共団体への助成については、事業の種類及び規模ごとの定額助成の基準額を設定、交付要綱を改

正し地方公共団体へ周知した。 

① 地方公共団体向けの説明会（連絡会議）を開催 

ア．「事業の種類及び規模ごとに基準額を設ける」ことに係る方向性 

・関東地区：平成 22 年 11 月 1日 

・関西地区：平成 22 年 11 月 2日 

イ．基準額の具体的な内容 

・関東地区：平成 23 年 1月 25日 

・関西地区：平成 23 年 1月 27日 
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②助成金交付要綱を改正 

・改正            平成 23年 3月 23日 

・地方公共団体への通知 平成 23年 3月 28日 

●ぜんそく患者のニーズに的確にこたえる事業内容への改善を図る目的で、ぜん息患者及びその家族並び

に患者の治療・管理、保健指導に関わる方々の事業に対する最新のニーズを把握するため、患者団体、

関連学会の医学専門家及び地方公共団体の環境保健部局等へのヒアリングを下記のとおり実施した。 

①患者団体 

ア．公害地域再生センター 

イ．水島地域環境再生財団 

ウ．環境汚染等から呼吸器疾患病患者を守る会（エパレク） 

エ．アレルギーを考える母の会 

オ．日本呼吸器障害者情報センター 

②関連学会 

ア．日本アレルギー学会 

イ．日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 

ウ．日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

③地方公共団体環境保健部局 

・新宿区、台東区、富士市、愛知県、名古屋市、四日市市、大阪市、西宮市 

●ヒアリング結果、次のようなニーズが把握されたことから、事業の見直しに反映させることとしている。 

①「専門医への相談・交流機会の確保」 

②「（ぜん息）患者教育スタッフの養成」 

③「就学期のぜん息患者のサポート」 

④「思春期のぜん息患者を対象とする患者教育機会の確保」 

⑤「高齢患者に対する事業メニューの充実」 

⑥「呼吸リハビリテーションを行う理学療法士の養成」 

⑦「COPDに対する認知度の向上、重症化の防止」 

 

【指摘事項等】事業対象者にアンケート調査を実施し、事業実施効果を的確に把握

する。(22年度中に実施) 

【該当項目】基本方針 

【対応状況】事業の実施効果を把握するためのアンケート調査を、医療、保健指導等の専門家で構成する検

討委員会を設置し、評価の手法等を検討しつつ実施した。 

平成 22 年度調査の中間集計結果によると、事業参加前後の比較において、薬の使い方や環境整備に気を

配るなど治療への取り組みの変化、学校等の欠席や行事不参加の減少及び症状の軽減等の事業実施効果が確

認された。 

今後も効率的な事業実施に向けた事業実施効果の把握を進めていくこととしている。 
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【指摘事項等】事業の結果分析、それを踏まえた今後の改善策が十分説明されてい

ない。また、長期的な事業効果の把握、水泳以外の事業効果等に関する調査につい

て検討すべきである。 

【該当項目】評価書 

【対応状況】平成 21 年度に試行調査を実施、また、平成 22年度から本格調査を開始した。 

健康相談事業、健康診査事業及び機能訓練事業（水泳、音楽、キャンプ）の参加者に対し、助成対象地方

公共団体の協力を得て事後調査及び追跡調査（健康診査事業を除く。）を実施している。 

平成 22年度に行った調査の中間報告では、事業への参加前後において症状が改善した等の効果が確認さ

れている。 

これまでの調査を踏まえ、事業参加者の行動変容やコントロール状態（症状）等を指標として効果の把握

を進めていく。 

また、今後、事業効果が高いと評価される地方公共団体の事業の実施方法等を整理し、助成対象地方公共

団体へ提供すること等を通じ、事業の改善を図っていく。 

 

【指摘事項等】調査研究成果が具体的にどのように業務に反映されたかについて、

明確化されていない。 

【該当項目】評価書 

【対応状況】調査研究の成果は研究発表会を開催するとともにホームページに掲載することにより公表して

いる。 

また、知識普及事業における啓発資料や研修カリキュラムに活用し、地域住民の健康の確保・回復に役立

てられるよう努めている。 

 

【指摘事項等】研修は、さらに受講者数の増加を図る工夫が必要である。 【該当項目】評価書 

【対応状況】 

・ 研修参加者へのアンケート等を踏まえ、保健指導の現場で役立つ吸入指導の実技など実践的な内容をカ

リキュラムに取り入れた。また、地方公共団体間の交流・情報交換を促し、事業の企画・立案に資するよ

う地方公共団体の事業の事例紹介をカリキュラムに取り入れるなど、各研修のカリキュラムを見直した。 

・ 地方公共団体が行う事業従事者を主対象とする従来の研修事業に加え、地域のコメディカルスタッフ等

を対象として、ぜん息や COPD患者の教育、訓練指導等に必要な知識・技術の習得機会を積極的に提供す

ることにより、患者等の療養支援体制の充実化を図る観点からの研修を、新たに開始した。 

 

【指摘事項等】特許等の知的財産を有効かつ効率的に活用する観点から、特許等の

保有の必要性についての検討状況や、検討の結果、知的財産の整理等を行うことと

なった場合の取組状況や進捗状況等について明らかにさせた上で、その適切性につ

いて評価を行うべきである。 

【該当項目】二次評価、

具体的取組 

【対応状況】平成 22 年度末時点の特許保有件数は 6件。全て他者との共同保有であり、特許に係る年金は

機構以外の権利者が負担することとなっている。 

今後も特許の維持に係る費用が発生しないこと、また、当該特許に係る権利を放棄しても、特許権自体は

他者保有のものとして存続することから、当該特許については、引き続き保有する予定である。なお、当該

特許権は、平成 28年度中までに全て期間満了となる。 
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＜地球環境基金業務＞ 

【指摘事項等】NPO等が行う環境保全活動に対する支援に当たっては、環境政策上

のニーズが高い課題や先進性・波及効果の高い活動に重点化し、効率的な業務運営

を行う。また、積極的に基金獲得活動を行うことにより、自己収入を拡大する。 

（23年度から実施） 

【該当項目】基本方針 

【対応状況】平成 23 年度募集案内の作成に当たり、環境政策上ニーズの高い地球温暖化防止などの活動に

加え、生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）のフォローアップに関連する活動や地球サミット 20 年

の節目となる「環境と開発に関する国連会議（RIO+20）」に関連する活動を特に重点的に支援するとともに、

活動が広範な国民参加や先駆性・独創性を有していることを基本的な考え方とする審査方針を地球環境基金

助成専門委員会で決定した。 

また、古本のリサイクル企業と共同で古本による募金方法を導入するなど、募金者の利便性を高め自己収

入の拡大を図った。  

 

＜PCB廃棄物処理基金助成業務＞ 

【指摘事項等】ホームページでの公表内容、方法について改善が必要である。 【該当項目】評価書 

【対応状況】公表内容へのアクセスが分かりやすくなるよう機構トップページの改修を行う（平成 23年 5

月末予定）。また、これに併せて、公表内容についても改善を図る。 

 

【指摘事項等】環境省で今後策定するPCB廃棄物の処理方策を踏まえ、適正に実施す

る。(22年度から実施) 

【該当項目】基本方針 

【対応状況】環境省では、平成 23年度及び平成 24年度を中小企業者が保管する PCB廃棄物の早期処理に向

けた重点取組期間とすることとし、国、都道府県・政令市及び PCB廃棄物の処理を行っている日本環境安全

事業株式会社が連携して中小企業者が保管する PCB廃棄物の早期処理の推進を図るため、都道府県・政令市

及び日本環境安全事業株式会社に対して協力要請を行ったところである（平成 23年 2月 17日）。 

機構としても、平成 23年度の年度計画において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務費を増額計上する

など、環境省の施策を踏まえ本業務を適正に実施することとしている。 

 

＜最終処分場維持管理積立金管理業務＞ 

【指摘事項等】本積立金については、積立者に運用状況等の情報提供を行いつつ、

引き続き、適正な管理・運用を行なう。(22年度から実施) 

【該当項目】基本方針 

【対応状況】本積立金について、積立者に運用利息等の通知を行うとともに、安全性の確保を優先した運用

を図るなどにより適正な管理を行っている。 

 

＜石綿健康被害救済業務＞ 

【指摘事項等】情報セキュリティの確保等により認定・給付システムの再構築には

遅れが見られており、今後は改善が必要である。 

【該当項目】評価書 

 
【対応状況】認定・給付システムの構築を完了し、22年 8月から全面稼働しており、特に給付業務において

事務処理の効率化が図られ、請求・認定から支給までの事務処理日数の減少にもつながるなど効果を上げて

いる。 
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【指摘事項等】石綿による健康被害の救済に関する法律附則第6条に規定されてい

る政府の見直しについては、現在、中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済

小委員会で審議されており、その見直し内容に基づき、石綿健康被害救済部を中心

に組織を見直す。（25年度までに実施） 

【該当項目】基本方針 

【対応状況】組織体制の見直しについては不断に行っているところであり、平成 22年７月にも業務の実態

に合わせて石綿健康被害救済部の組織の見直しを実施している。 

また、組織体制の見直しに大きな影響を及ぼす可能性がある石綿健康被害救済制度の見直しについては、

石綿健康被害救済小委員会においてが議論されているところである。 

今後も審議経過を注視するとともに、石綿健康被害救済制度の見直し内容を踏まえた組織体制の見直しに

ついて検討を行う予定である。 

 

＜承継業務＞ 

【指摘事項等】返済の確実性が見込まれない債権については、直轄による回収の計

画的な実施、サービサーへの管理監督の強化等により、弁済での回収額の増大に努

める。(23年度から実施) 

【該当項目】基本方針 

【対応状況】機構直轄で管理している債権については、随時現地調査を行うなど債権者の状況について的確

に把握している。また、サービサーへの委託債権については、サービサーから回収状況を的確に把握するな

ど委託債権の状況に応じた打ち合わせを行い、回収方針に齟齬が生じないよう緊密な連携をとることによっ

て、効率的な債権管理を実施し、弁済による回収額の増大に努めている。 

 

●資産・運営等 

＜不要資産の国庫納付＞ 

【指摘事項等】戸塚宿舎を国庫返納する。（23年度以降実施） 【該当項目】基本方針 

【対応状況】 

・ 戸塚宿舎に入居していた職員は、平成 23年 3月末までに全員が退居した。 

・ 戸塚宿舎を不要資産の国庫納付することについて環境省等関係者と調整を開始していたが、平成 23年 3

月 11日に発生した東日本大震災の被災者の避難先に登録したため作業を一時的に中断している。 

 

＜事務所等の見直し＞ 

【指摘事項等】本部事務所については、業務状況等を勘案しつつ、会議室の縮減等

により、全体の面積を大幅に縮減する。（25年度までに実施） 

【該当項目】基本方針 

【対応状況】外部会議室利用に際してのコスト等を検討するとともに、平成 25年度末までに廃止予定であ

る大阪支部からの業務の引き継ぎ等を勘案しつつ、事務所面積の縮減について検討する。 

 

【指摘事項等】大阪支部を廃止する。（25年度までに実施） 【該当項目】基本方針 

【対応状況】平成 25 年度末までに廃止するためのスケジュールを作成するなど、具体的取組を開始した。 
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＜人件費の見直し＞ 

【指摘事項等】管理職数の削減等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実

に実施するとともに、人件費全体の抑制を更に図る。（22年度から実施） 

【該当項目】評価書、基

本方針 

【対応状況】以下の取組みを実施した。 

・ 55歳を超える管理職員の本俸を 1.5％減額して支給（人事院勧告と同水準） 

・ 本俸基準表の水準を 0.3％～0.5％引き下げ（人事院勧告は行政職俸給表（一）（40 歳台以上 0.1％）及

び指定職俸給表（0.2％）を引き下げ） 

・ 賞与支給割合を 0.2ヶ月引き下げ（人事院勧告と同水準） 

・ 課の統合により管理職ポスト 1減（22年 8月実施済） 

今後も引続きラスパイレス指数の引き下げに取り組む。  

 

＜組織体制の見直し＞ 

【指摘事項等】各部の類似業務を集約化するなど組織体制の効率化を図る。 

（23年度から実施） 

【該当項目】基本方針 

【対応状況】各部の類似業務の集約に向けた検討を開始した。  

 

＜内部統制＞ 

【指摘事項等】組織運営の一層の効率化を図るとともに、内部統制の強化に向けた

取り組みを強化する必要がある。（法人の長のマネジメント・監事監査） 

【該当項目】評価書、二

次評価 

【対応状況】独立行政法人環境再生保全機構内部統制基本方針（以下「基本方針」という。）を策定した。

また、リスク管理を強化するため「リスク管理委員会」を設置し、リスクの洗い出しを行った。 

今後、基本方針に沿って内部統制の強化を図る。 

 

【指摘事項等】法人の長は、組織にとって重要な情報等について適時的確に把握す

るとともに法人のミッション等を役職員に周知徹底しているか。 

【該当項目】具体的取組 

【対応状況】理事長は、理事会のみならず、コンプライアンス推進委員会等の各種委員会、内部監査等を通

じて組織にとって重要な情報を適宜把握している。 

また、ミッションや運営方針等について、以前から実施しているイントラネットへの掲載に加えて、年度

初め（4月）・下半期（10月）・年始（1月）に全職員を対象に理事長が訓示を行ったほか、10回に分けて全

職員と直接意見交換を行うことで周知徹底している。 

 

【指摘事項等】法人のミッションや中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の洗

い出しを行い、組織全体として取組むべき重要なリスクの把握・対応を行っている

【該当項目】具体的取組 

 
か。その際、目標・計画の未達成項目（業務）についての未達成要因の把握・分析・

対応等に着目しているか。 

【対応状況】「リスク管理委員会」を設置し、全業務（253業務）を対象にリスクの洗い出し等を行った。洗

い出されたリスクについて、すでに対応しているものが多いが、今後はさらなる対応の強化を行っていく。 

 なお、目標や計画について、未達成のものはないが、今後とも未達成項目が生じないよう注視していく。 
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＜財務の状況＞ 

【指摘事項等】損益の要因分析については、改善が必要である。 【該当項目】評価書 

【対応状況】業務実績報告書（本書）に、以下の項目を記載し、要因分析をより明確にした。 

・計画予算と実績（概略説明） 

・諸表の合計表示 

・各勘定における損益構造要因の注記 

・当期総利益及び利益剰余金の説明 

・参考資料として事業報告書を活用 

 

 

＜その他＞ 

【指摘事項等】『平成21年度決算検査報告』において、平成18年度及び19年度に行

った公害健康被害予防事業について、『公害健康被害予防事業の調査研究業務に係

る委託費の経理が不当』と指摘されているが、講じた措置等について明らかにする

とともに、再発防止に係る体制整備や再発防止措置の適正な運用が行われているか

について評価を行うべき。 

【該当項目】二次評価 

【対応状況】以下の措置を講じた。  

・委託契約書への委託費返還条項の整備 

・支出証拠書類及び帳簿並びに納入物品の確認等の現地調査（7課題） 

・調査研究班会議を活用した委託費の適正執行に係る周知徹底（7課題） 

・調査研究に係る会計手続等を記載した事務処理方針の改定 

・調査研究に従事する会計担当者等を対象とした会計説明会の開催（16課題） 

・ホームページを用いた会計・事務手続き等の情報提供に係る検討 

・調査研究の公募における応募資格制限（公募要領の改正）に係る検討 

・研究者個人との契約から研究者が所属する機関の長との契約への移行 

 

（参考） 

＜不当と指摘された事項の概要＞ 

分担した業務に要した経費の額を報告する際に提出した納品書等について、記載された研究用物品を購入

した事実はなく、実際は、当該研究者が随時業者に他の研究用物品を納入させた上で、後日、その購入代

金の支払に当たり、業者に指示して、実施計画書に記載していた研究用物品を納入されたとする虚偽の納

品書等を提出しており、委託業務に要した経費とは認められず、委託費が過大に支払われている。 
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Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

取るべき措置 

＜公害健康被害補償業務＞ 

１．汚染負荷量賦課金の徴収 

平成 22年度計画の概要  

 汚染負荷量賦課金の申告額に係る収納率 99％以上を維持。 

 一定規模以上の主要業種の工場・事業所に対し、平成 20 年度比 50％増の実地調査の

実施。 

 徴収業務に係る委託業務契約（民間競争入札）において、平成 20年度実績に比し 

７％以上の削減。 

 申告・納付説明会で、納付義務者からの相談、質問事項等に的確に対応。 

 説明会での意見・要望聴取の結果を、必要に応じて説明資料等に反映。 

 汚染負荷量賦課金専用ホームページの充実、必要に応じて汚染負荷量賦課金システム

等の見直し。 

 委託業務の監督、指導を行い、委託業務担当者研修会を開催。 

 汚染負荷量賦課金のオンライン申請の促進。 

 

平成 22年度の重点事項 

・平成 20年度（38事業所）比 50％増（57事業所）の実地調査を実施 

・汚染負荷量賦課金のオンライン申告の促進 

平成 22年度業務の実績 

（１）汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収 

  ①汚染負荷量賦課金の申告額に係る収納率 

納付義務者からの相談及び質問事項等に的確に対応すること等により、汚染負荷

量賦課金の申告額に係る収納率を 99％以上に維持した。 

 

汚染負荷量賦課金の収納状況（平成23年3月末現在）           （単位：千円、％） 

年度 計画額（a） 申告額（b） 収納済額(c) 

計画額に対す

る申告率 

(ｄ=ｂ/a*100)  

申告額に対す

る収納率 

(e=c/b*100) 

平成 22年度 
(39,239,423) 

38,578,875 

（39,484,339） 

38,783,848 

（39,436,129） 

38,777,322 

（100.5） 

100.5 

（99.88） 

99.98 

 （注）（  ）書きは、平成 21 年度の数値。 

（資料 1 公害健康被害補償制度の概要（資料編 P1）） 

（資料 2－① 汚染負荷量賦課金の申告件数及び申告額の年度別推移（資料編 P2）） 

（資料 2－② 汚染負荷量賦課金の業種別申告額の年度別推移（資料編 P2）） 

（資料 3 都道府県別汚染負荷量賦課金徴収決定状況（資料編 P3）） 
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②未申告事業所に対する申告督励の実施 

平成 22 年度の納付義務予定者 8,442 事業所のうち、申告・納付期限までに未申告

が 558 事業所あった。商工会議所が 6 月 14 日（徴収実施期間：3/1～6/14）まで申

告督励を実施し、それ以降、申告に応じなかった事業所を機構が引き継ぎ督励を実

施した。 

その結果、431 事業所が申告・納付に応じた。 

（平成 23年 3月末） 

区  分 
督励対象 

事業所数 

申告・納付に 

応じた事業所数 

非該当 

事業所数 

商工会議所によ

る督励（期限から

６／１４まで） 

５５８（６３２） ３８４（４３８）  

機構による督励 

６／１４～ 
１７４（１９４） ４７（４２） ４（５） 

督励実施後 

未申告事業者数 
１２３（１４７） 

清算結了等によって消滅 ３０（３４） 

破産手続き開始、住所不明等 ９３（１１３）

    （注）（  ）書きは、平成 21年度の数値。 

 

③実地調査の確実な実施 

 ・ 「実地調査等事務取扱達」に基づいて、一定規模以上の主要業種の事業所の中

から選定した 57 社 62 事業所に対して実地調査を実施した。 
 

平成 22 年度実地調査の業種別内訳 
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・ 実地調査においては、ばい煙発生施設及び製造工程の確認、申告書の根拠とな

る燃原料使用量等の原始帳票類（5年分）の調査を行った。 

実地調査の結果、データ改ざん等の事実は認められなかったが、加
＊１

重平均誤り

や脱
＊２

硫効率誤り等があった 25 事業所において、申告の修正又は更正を行った。 

 

（＊１）加重平均：硫黄分や密度が異なる燃原料について、硫黄分や密度の平均値を計算

する時、単純に平均せず、燃原料の量の重みを加味して平均すること 

  （＊２）脱硫効率：硫黄分を含んだ燃原料から硫黄分を除去する効率のこと 

 

実地調査による修正・更正の状況（平成 23年 3月末現在） 

区 分 修正、更正の理由 件数 

修正増 計上誤り等による過小申告 25 

更正減 計上誤り等による過大申告 54 

正 当  221 

 

注）調査は 5年分を対象としたことから、事業所によって修正・更正が重複す

ることがある。また、修更正の手続きは 23年度に行われるものもある。 

（実績ベースによる。） 

（資料 4 申告書等の審査・実地調査箇所の選定及び指導内容等（資料編 P4）） 

 

（２）汚染負荷量賦課金徴収業務の効率的実施 

委託先による申告書等の点検及び未申告督励業務を行うことにより、機構業務の

効率化を図った。 

また、徴収業務に係る委託費は、平成20年度実績と比較し8.46％削減となった。 

 

委託費の削減 

平成 20 年度 

委託費(a) 

平成 22 年度 

委託費(b) 

削減額 

(c=a-b) 

削減率 

 (ｃ/a*100) 

195,561,047 円

（180,215,984 円）

179,026,017 円 

（15,345,063 円）

16,535,030 円 

（7.85％） 

8.46％ 

       ※（  ）書きは、平成 21年度実績の数値である。 

（資料 5 徴収業務の一部についての民間競争入札による実施内容（資料編 P6）） 

 

（３）納付義務者等に対する効果的な指導及び提供するサービスの向上 

①申告・納付説明会等における納付義務者への対応 

全国 147 商工会議所 101 会場において実施した申告･納付説明会に、機構職員が出
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いて注意喚起するとともに、納付義務者からの相談及び質問事項等（267件）に対し、

端数処理方法など個別にきめ細かな対応を行った。 

（資料 6 オンラインによる汚染負荷量賦課金申告のお願い（説明会時説明資料） 

（資料編 P7）） 

（資料 7 平成 22年度汚染負荷量賦課金申告・納付説明会等での主な質問等について 

（資料編 P9）） 

 

②汚染負荷量賦課金専用ホームページの改善等 

    引き続き必要なデータを更新するとともに、納付義務者の要望に応え、新たにオ

ンライン申告の手続き（事前登録、認証情報の取得、雛型ファイルのダウンロード、

申告ファイルのアップロード）を作成し、ホームページの充実を図った。 

③委託商工会議所への適切な指導 

委託商工会議所に対して、徴収業務の指導方法及び申告書の点検方法等について

の理解を深めるための研修会（平成 23年 3月 3日）を実施した。 

研修会では委託業務関連オンラインシステムの活用方法を研修内容に追加し、シ

ステムの周知徹底を図った。 

 

（４）オンライン申告の推進 

  ①オンライン申告の状況 

 申告・納付説明会において、オンライン申告のデモンストレーション等を行うとと

もに、導入促進に向けた文書を送付するなど、オンライン申告の推進に努めた結果、

平成 22年度のオンライン申告件数は、3,152件（平成 23年 3月末現在）で全申告に

対する比率は約38％と平成21年度実績と比較して8％増加し、電子申告を行う事業所

は約 60％に達した。 

 

申告方法別の申告件数（平成 23 年 3月末現在） 

区  分 
平成 20 年度 平成 21年度 平成 22年度 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

用紙申告 4,141件 49.4％ 3,647件 43.7％ 3,351件 40.3％ 

電子申告 4,250件 50.6％ 4,695件 56.3％ 4,962件 59.7％ 

 
ＦＤ申告（*） 2,742件 32.7％ 2,198件 26.4％ 1,810件 21.8％ 

オンライン申告 1,508件 17.9％ 2,497件 29.9％ 3,152件 37.9％ 

合  計 8,391件 
100.0

％ 
8,342件 100.0％ 8,313件 100.0％ 

(*) FD 申告とは、フロッピーディスクおよびコンパクトディスクによる申告である。 
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②委託商工会議所へのオンライン申告のための現状把握及びヒアリング 

32 商工会議所に対し、オンライン申告促進を図るため、現状と課題を把握するた

めのヒアリングを実施した。 

   その結果、オンライン申告を行うためのインフラの未整備、公的事業所の情報セ

キュリティポリシー等による制限等の実態を把握した。 

また、説明会の開催方法について、オンライン申告を中心とした説明を行っても

いいのではとの意見があった。 

③オンライン申告システムの改修 

・ これまで事業所が独自で作成した添付資料等を別途郵送で対応していたものを

オンラインによる送信機能を追加して改善を行った。 

・ オンライン申告で送信した申告書データの詳細内容を画面で確認・印刷保管が

できるよう改善を行った。 

（資料 8 オンライン申告システムの改修内容（資料編 P10）） 

 

④平成 23年度に向けた取り組み 

・ 納付義務者が平成 23年度申告の準備を始める時期（1月 18日）に、オンライン

申告の未導入の 5,161 事業所に対し、導入依頼文書の送付を行った。 

・ オンライン申告の促進を図るため、日本経済団体連合会はじめ、電気事業連合

会、日本鉄鋼連盟などの各種団体へ協力要請を行った。 

・ 特に、申告額全体の約 3 割を占める電気事業者に対して、電気事業連合会主催

で開催している「環境幹事会」（平成 23 年 1 月 27 日：課長級の会議）において、

オンライン申告推進の説明を行ったほか、各電力会社の本社を訪問し、オンライ

ン申告の協力要請を行った結果、各社から導入に向けた前向きな回答を得た。 

・ 平成 23年 2月 1日より、オンライン申告の問い合わせ専用のフリーダイヤルを

開設し、納付義務者のオンライン申告にかかる操作方法及び手続き等などに適切

に対応した。（対応件数：241件。平成 23年 2月 1日～3月 31日） 

（資料 9 オンラインによる汚染負荷量賦課金申告のお願い 平成 23年 1月 18日環機

業第 1号（資料編 P11）） 

（資料 10 申告方式別申告事業所数の推移及び申告方法別の申告件数・申告金額 

（年度末）（資料編 P14）） 

 

（５）東日本大震災への対応について 

    平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に伴い、対象地域の被災状況の情報

収集に努め、公害健康被害の補償等に関する法律第 60条の規定及び国税通則法第 11

条の規定により、被災地の事業者等に係る平成 23年度汚染負荷量賦課金申告・納付

期限の延長措置を実施するための準備を行った。 
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（資料 11 公害健康被害の補償等に関する法律及び国税通則法の条文（抜粋） 

（資料編 P15）） 

（資料 12 東北地方太平洋沖地震に伴う平成 23年度汚染負荷量賦課金の申告・納付に

ついて（資料編 P16）） 

自己点検結果 

・ 未申告督励及び委託商工会議所への指導を行ったことなどにより汚染負荷量賦課金の

申告額に対する徴収率について、収納率 99％以上を維持できた。23 年度以降も収納率

99％以上の維持を図っていく。 

・ 賦課金の適正な申告に向けて、平成 20年度比 50％増（57事業所）を上回る 62事業所

の実地調査を行い、適切な申告指導を実施した。今後も引き続き平成 20年度比 50％増の

実地調査を行い、適切な申告指導を行っていく。 

・ 平成 23 年度に向けて、委託商工会議所に対してオンライン申告促進依頼、経団連等、

各関係団体への働きかけ、さらには納付義務者の本社に対する働きかけなど、オンライ

ン申告の促進を図った。今後も引き続き、未導入の事業所にはオンライン申告の促進を

図っていく。 

・ 委託商工会議所へのヒアリングにより把握した意見を踏まえ、説明会をオンライン申

告の手続きや利便性を中心とした内容に改善することとした。 
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２．都道府県等に対する納付金の納付 

平成 22年度計画の概要  

 必要に応じて補償給付納付金関係書類作成の手引き等の見直し、都道府県等の担当者

への周知徹底。 

 都道府県等のニーズに対応した納付業務システムの改良。 

 現地指導は、原則として 3年に 1回のサイクルで実施。 

 国及び都道府県等へ現地指導の結果に関する情報の提供。 

 現地指導や会議の場を利用し、オンライン申請の導入を促進。 

 

平成 22 年度の重点事項 

・納付金に係るオンライン申請（70％以上）の推進 

・納付業務システムの改良 

・新型インフルエンザ予防接種費用助成事業への迅速な対応 

 

平成 22 年度業務の実績 

（１）納付金に係るオンライン申請の推進 

納付金のオンライン申請を推進するため、オンライン申請を行っていない都道府

県等に対して、文書により導入の依頼（平成 22年 7月）を行うとともに、納付申請

等の手続きの際や現地指導の場では、オンライン申請の仕組みや導入方法等を具体

的に説明し、また、環境省主催の会議の場等を利用し、オンライン申請の導入依頼

を行った。 

その結果、オンライン申請の導入率は 76％となり、中期計画に掲げた目標である

オンライン申請の比率 70％を達成した。 

    また、都道府県等が次年度の申請手続等を検討する時期（平成 23年 3月）に合わ

せて文書によりオンライン申請の導入依頼を引き続き行った。 

 

納付金のオンライン申請の導入結果     （実施数/対象都道府県等数） 

区  分 平成 21年度 平成 22年度 

補償給付費納付金 71％（29/41） 78％（32/41） 

公害保健福祉事業費納付金 65％（28/43） 74％（32/43） 

合  計 68％（57/84） 76％（64/84） 

  （参考 1）オンライン申請未導入の都道府県等 

        補償給付費納付金（9都道府県等） 

        公害保健福祉事業費納付金（11都道府県等） 

  （参考 2）オンライン申請未導入の主な理由 

      ・情報セキュリティポリシー等による制限（3都道府県等） 

      ・インターネットへの接続の制限（2都道府県等） 
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      ・情報処理担当課の承諾が困難（2都道府県等） 

 

（２）納付業務システムの改良 

納付業務システムの改良については、都道府県等のニーズに対応した機能（実績

報告書作成時に納付申請時の内容を複写する機能）の追加等の改良を行った。 

また、環境省による補償給付の障害補償費等に係る年齢階層の改正を踏まえ、事業

実績報告の帳票に新たに追加された年齢階層の入力欄を設ける等の改良を行った。 

これら納付業務システムの改良に伴う手順書を新たに作成するとともに、関係都道

府県等へ通知し、担当者の事務処理の効率化を図った。 

 

（３）新型インフルエンザ予防接種費用助成事業への迅速な対応 

環境省において、平成 22年度も「新型インフルエンザ予防接種費用助成事業」を

実施することが定められたことを踏まえ、環境省及び都道府県等と緊密な連携を図

り、公害保健福祉事業の新型インフルエンザ予防接種費用助成事業の助成対象 39都

道府県等のうち、35 都道府県等（約 90％）が実施することとなった。実施に当たっ

ては、変更納付申請の事務手続が円滑に進められるように、関係書類の作成のため

の手順書を作成し、都道府県等の担当者の事務処理の効率化を図った。 

 

（４）都道府県等に対する補償給付費納付金及び公害保健福祉事業費納付金の納付実績 

（単位：百万円） 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

補償給付費 59,999 54,867 51,740 49,473 48,201 

公害保健福祉事業費 101 103 97 118 109 

合   計 57,100 54,970 51,837 49,591 48,310 

 （注）平成 22 年度の金額は、変更納付決定時のものである。 

（資料 13－① 旧第一種被認定者数の年度別推移（資料編 P17）） 

（資料 13－② 補償給付費納付金の年度別推移（資料編 P17）） 

（資料 14 公害保健福祉事業費納付金の年度別推移（資料編 P18）） （注）平成 22

年度の被認定患者数は、都道府県等が見込んだ平成 22年度末の被認定患 

（５）納付申請等に係る事務処理の効率化 

①補償給付費納付金関係書類作成の手引等の見直し等 

    補償給付費納付金関係書類作成の手引について、補償給付費の返還に係る手続に

関する項目を加え、併せて関係様式をオンライン申請サイトからダウンロードでき

るようにするとともに、納付業務システムへの誤入力及びよく質問される事項に関

する留意事項の追加等を行うなど都道府県等の担当者の事務処理の効率化を図った。 

  ②都道府県等への現地指導及び情報提供 

   ・ 現地指導について、原則 3 年に 1 回のサイクルで実施する基本方針に則り、旧
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第一種地域は 14 都道府県等で、第二種地域は 2都道府県等で実施した。 

調査では、死亡関係に係る給付に重点を置いて実施するなど、事務処理が適切

になされるよう指導した。 

・ 現地指導の調査結果については、環境省主催の会議の場において、都道府県等

の事業実施状況や今後の公害保健福祉事業を進める上で参考となる事例の紹介等

を都道府県等に行うとともに、課題等を取りまとめて、環境省に対して情報提供

を行った。 

 

自己点検結果 

・ 納付金のオンライン申請の推進については、オンライン申請未導入の都道府県等に対

しては、粘り強くオンライン申請の導入を働きかけ、中期計画に掲げた目標であるオン

ライン申請の比率 70％を達成することができた。今後も未導入の都道府県等に対し、オ

ンライン申請導入を働きかけていく。 

・ 納付業務システムの改良、新型インフルエンザ予防接種費用助成事業への迅速な対応、

補償給付費納付関係書類作成の手引き書等の見直し等及び都道府県等への現地指導、情

報提供を推進することにより、事務処理の効率化を図った。今後とも引き続き事務処理

の効率化を図っていく。 
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＜公害健康被害予防事業＞ 

１．収入の安定的な確保と事業の重点化 

平成 22年度計画の概要  

 公害健康被害予防基金の運用について、運用方針を策定し、安全かつ有利な運用、 

自立支援型公害健康被害予防事業補助金の活用等により、収入の安定的な確保。 

 地域住民の健康確保につながる高い効果が見込める事業等に重点化・効率化。 

 

平成 22年度の重点事項 

・公害健康被害予防事業の継続的、安定した実施を図るため、安全かつ有利な運用の実施

を図る 

・助成事業において、健康相談事業、健康診査事業及び機能訓練事業（以下「ソフト３事

業」という。）を優先的に採択 

・行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえた事業の見直し 

（資料 15 公害健康被害予防事業の概要（資料編 P19）） 

 

平成 22年度の業務実績 

（１）収入の安定的な確保 

運用方針を策定し、安全かつ有利な運用に努めるとともに、自立支援型公害健康

被害予防事業補助金の活用により、収入の安定的な確保を図った。 

なお、計画額に対する決算額の減少は、主にコーラブル円建外債の途中償還によ

るものである。 

（単位：百万円)  

 平成 21年度 平成 22年度 

計画額 決算額 
平均利回

り（％） 
計画額 決算額 

平均利回

り（％） 

基金運用収入 1,029 1,092 2.44 1,058 1,034 2.30 

補助金 205 205 ― 200 200 ― 

 

（資料 16 公害健康被害予防基金の運用方針について（資料編 P20）） 

（資料 17 公害健康被害予防基金債券運用状況（資料編 P21）） 

 

（２）事業の重点化・効率化 

 地域住民のぜん息等の発症予防・健康回復に直接つながるソフト３事業について

優先的に採択し、地方公共団体の要望に全て対応できるよう助成を行った。 

（資料 18 平成 22年度ソフト３事業等実施状況（資料編 P22）） 
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（３）行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえた事業の見直し 

平成 22 年 4 月 26 日に行われた行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏ま

え、次のとおり事業を見直した。 

①環境改善分野 

予防事業としての役割・効果が減少してきた事業、目的に沿った効果の評価が困

難な事業は、予防事業としての実施を取りやめ又は縮小する。 

＜取りやめ＞ 

直轄事業：エコカーフェア、大気汚染防止推進月間関連事業（ただし、平成

22 年度については、取りやめ決定時に既に契約済であったものは

経過措置として実施） 

助成事業：最新規制適合車代替促進事業（ただし、平成 22 年度については、

取りやめ決定時に既に交付決定内定済みであったため経過措置と

して実施） 

＜縮小＞ 

直轄事業：エコドライブコンテスト事業（コンテスト、セミナー） 

平成 23 年度からコンテストの実施を取りやめる。 

②環境保健分野 

患者団体、関連学会等にヒアリングを実施し、ぜん息患者のニーズに適切に応え

る事業内容に改善する。 

＜事業の充実・強化＞ 

・NPO法人等の知見を活用した情報発信事業の創設 

・関連学会、教育機関等との連携による知識の普及、啓発事業の展開 

・ぜん息患者等の療養指導等に従事する人材の養成    等 

＜助成額の見直し＞ 

事業の種類及び規模ごとに定額の基準額を設定する。 

 

自己点検結果 

（１）運用収入の安定的な確保 

    収入を安定的に確保することができた。今後とも、安全かつ有利な運用に努める。 

 

（２）事業の重点化・効率化 

ソフト３事業に係る申請について優先的に採択し、交付決定を行った。 

 

（３）行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえた事業の見直し 

行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえ、事業の見直しの検討をすみ

やかに開始した。 

公害健康被害予防事業としての役割が減少してきた事業等の廃止･縮小を関係地
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方公共団体の協力・理解を得つつ円滑に進めるとともに、ぜん息等の患者の最新の

ニーズに基づく事業の改善の方向性を定め、ニーズに適切に応える事業の一部を平

成 22年 12月から開始することを通じ、地域住民の健康の確保･回復につながる事業

への重点化を推進することができた。 

 

（参考） 
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２．ニーズの把握と事業内容の改善 

平成 22年度計画の概要  

 ぜん息患者等の満足度やニーズを的確に把握し、その結果を事業内容に反映させ事業

を改善。 

 ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための調査について、本格調査の実施、

取りまとめ。 

 環境省が平成 22 年度までの予定で実施している「局地的大気汚染の健康影響に関す

る疫学調査（そらプロジェクト）」について、情報収集。 

 

平成 22年度の重点事項 

・ニーズを把握し、これを反映した事業の改善 

・定量的な指標によりソフト３事業実施効果の測定・把握を行うための本格調査の実施 

 

平成 22年度の業務実績 

（１）ニーズの把握と事業への反映 

①事業参加者へのアンケートの実施及び事業への反映 

知識普及事業、研修など事業参加者（参加者 5,750 名）に対してアンケート調査

を実施し（回収率 76.9％）、アンケート調査から得られた意見等を踏まえ、対象者の

ニーズを適切に反映する事業への改善を図った。 

（資料 25 平成 22年度知識の普及事業実施状況（資料編 P43）） 

（資料 26 平成 22年度研修事業実施状況（資料編 P50）） 

 

ア．知識普及事業参加者へのアンケート等を踏まえた事業の改善 

・ 患者団体等からの要望を踏まえ、中国地区においてぜん息に関する最新情

報を提供するため、岡山県並びに岡山市、倉敷市、玉野市及び備前市に協力

を呼びかけ、専門医によるぜん息予防等講演会を開催した。 

・ COPD（慢性閉塞性肺疾患）に対する社会的認知度の向上を図るため、広く

一般市民を対象とした予防的観点からの講演会を開催した。 

・ 昨年度、新型インフルエンザの影響によりぜん息児水泳記録会を中止した

ために、登録をしたものの参加できなかった当時の小学 6 年生の参加希望に

応えるため、今年度の参加枠を拡大して出場できるよう対応した。 

   イ．研修参加者へのアンケート等を踏まえた事業の改善 

・ 保健指導の現場で役立つ吸入指導の実技など実践的な内容をカリキュラム

に取り入れた。 

・ 地方公共団体間の交流・情報交換を促し、事業の企画・立案に資するよう

地方公共団体の事業の事例紹介をカリキュラムに取り入れた。 

（資料 19 ニーズを踏まえた事業改善の事例及び今後のニーズ把握（資料編 P23）） 
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②患者団体等へのヒアリングの実施及び事業の改善 

行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえ、ぜん息患者等のニーズを適

切に反映する事業の改善を図るに当たり、患者団体、関連学会の医学専門家、地方

公共団体の環境保健部局など 16 機関にヒアリングを実施し、ぜん息患者等の最新の

ニーズの把握に努めた。 

（資料 20 行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえて実施したヒアリン

グ実施機関（資料編 P25）） 

 

また、当該ニーズに適切に応える事業の一部を試行した。 

ヒアリングにより把握した最

新のニーズ 

ニーズに応える事業として、22 年度に新たに実

施した事業 

・専門医への相談・交流機会

の提供 

・社団法人日本小児アレルギー学会と連携し、ア

レルギー専門医による市民公開講座を開催 

（実施日：平成 22年 12月 4日） 

・就学期のぜん息患者のサポ

ート 

・文部科学省、財団法人日本学校保健会と連携し、

ぜん息等をもつ児童・生徒及び養護教諭等を対

象としたぜん息フォーラムの開催を計画 

（平成 23年 3月 27日の開催を予定していたが、

東日本大震災の影響を考慮し延期） 

・患者教育スタッフの養成 ・ぜん息の患者教育等に従事する地域のコメディ

カルスタッフを養成するための研修を実施 

（実施日：平成 23年 3月 10日～3月 11日） 

・呼吸リハビリテーションを

行う理学療法士の養成 

・日本呼吸ケア・リハビリテーション学会の協力

を得て、理学療法士等地域の呼吸リハビリテー

ション指導員を養成するための研修を実施 

（実施日：平成 23年 3月 5日～6日） 

・思春期のぜん息患者を対象

とする患者教育機会の提供 

 

・高齢患者に対する事業メニ

ューの充実化 

 

・COPDに対する認知度の向上、

重症化の防止 

 

   

③環境改善分野の調査研究事業等に関するニーズの把握 

平成 23年度より開始する大気環境の改善分野の調査研究課題等に関し、助成対象

地方公共団体へのニーズ調査を実施した。 
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（２）ソフト３事業の実施効果の適切な測定・把握のための調査 

事業の実施効果を把握するためのアンケート調査を、医療、保健指導等の専門家

で構成する検討委員会を設置し、評価の手法等を検討しつつ実施した。 

平成 22年度調査の中間集計結果によると、事業参加前後の比較において、薬の使

い方や環境整備に気を配るなど治療への取り組みの変化、学校等の欠席や行事不参

加の減少及び症状の軽減等の事業実施効果が確認された。 

（資料 21－① ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための本格調査及び事業

の改善に向けた検討状況（資料編 P26）） 

 （資料 21－② ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための調査報告－抜粋－

（資料編 P27）） 

 

（３）そらプロジェクトの情報把握 

環境省が行っている「そらプロジェクト」の実施結果は、平成 22年度末時点で公

表されていない。引き続き、情報収集に努める。 

 

自己点検結果 

（１）ニーズの把握と事業への反映 

① 知識普及、研修事業参加者に対するアンケートによって、各事業に対する参加者

の満足度や意見・要望が得られた。これらを踏まえ、個々の事業において、対象者

のニーズを適切に反映するよう改善した。 

② 患者団体等 16機関に対してヒアリングを実施し、最新のニーズ等を把握した。今

後はぜん息患者など事業対象者のニーズの把握と事業への適切な反映を継続的に行

う仕組みを構築するため、患者団体等と意見を交換する場の設置に向けた検討を行う。 

③ ぜん息患者等の新たなニーズに応えるため、「独立行政法人の事務・事業の見直し

の基本方針（平成 22 年 12 月 7日閣議決定）」に基づき、引き続き、事業の改善に努

める。 

 

（２）ソフト３事業の実施効果の適切な測定・把握のための調査 

ソフト３事業のすべての事業において、事業の実施効果の適切な測定・把握のた

めの本格調査を実施した。平成 22年度本格調査の中間取りまとめ結果からは、行動

変容、コントロール状態（症状）の維持・改善及び患者の日常生活の質（QOL）の向

上への効果が期待される結果が示されている。今後は平成 22年度本格調査結果をも

とに事業内容の改善に向けた取り組みを行っていく。 
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３．調査研究 

平成 22年度計画の概要  

 環境保健分野に係る調査研究について、継続 1課題を実施し、22年度より開始する課

題について、公募により実施。 

 大気環境の改善分野に係る調査研究について、継続 2 課題を実施し、1 課題を公募に

より実施。 

 公募の実施に当たっては、ホームページ等を活用し、課題の採択は、外部の有識者に

よる評価を行い、公募の締切日から 60日以内に決定。 

 各調査研究課題の外部有識者による評価として年度評価を行うとともに、課題の終了

後には事後評価を実施し、その評価結果を、次年度の研究内容や事業にフィードバッ

ク。 

 研究成果は、研究発表会等で公表し、機構のホームページ上で公開。 

 

平成 22年度の重点事項 

・環境保健分野に係る調査研究について、ソフト３事業の事業実施効果の適切な把握及び

事業内容の改善方法、知識の体系化に関する新たな課題を公募により実施 

・調査研究に係る経理の適正化、透明性の確保 

 

平成 22年度の業務実績 

（１）調査研究の公募による実施 

①環境保健分野に係る調査研究 

ソフト３事業の事業実施効果の適切な把握及び事業内容の改善方法等を課題とす

る調査研究を、機構ホームページ及び関係学会のホームページ等を通じて広く公募

したところ 19件の応募があり、評価委員会による事前評価を経て、15件を採択した。

課題の決定に要した日数は 60日であった。 

締切日：平成 22 年 4月 30 日 

決定日：平成 22 年 6月 29 日 

（資料 22－① 平成 22年度新規調査研究課題の公募について（環境保健） 

（資料編 P31）） 

（資料 23－① 平成 22年度環境保健分野に係る調査研究概要（資料編 P33）） 

 

②環境改善分野に係る調査研究 

・ 環境改善分野は、局地的な大気汚染地域の大気汚染の改善に係る 2 課題につい

て、評価委員の年度評価を受け、平成 21年度に引き続き、継続して実施した。 

・ 平成 21年度に終了した「エコドライブによる大気汚染物質の排出低減効果の定

量的把握に関する調査」でエコドライブによる大気汚染物質の排出低減効果が確

認されたことを踏まえ、平成 22年度からの新たな調査研究課題である「一般ユー
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ザに対するエコドライブの普及による大気汚染の改善手法に関する調査研究」に

ついて、機構ホームページ及び関係機関のホームページを通じて公募したところ、

3件の応募があり、評価委員会による事前評価を経て、1件を採択した。課題の決

定に要した日数は 46 日であった。 

   締切日：平成 22年 4月 15日 

決定日：平成 22 年 5月 31 日 

（資料 22－② 平成 22年度新規調査研究課題の公募について（環境改善） 

（資料編 P32）） 

（資料 23－② 平成 22年度大気環境の改善分野に係る調査研究概要（資料編 P36）） 

（資料 23－③ 平成 21年度大気環境の改善分野に係る調査研究概要（資料編 P37）） 

 

③経理の適正化、透明性の確保 

平成 21 年会計検査報告における指摘を踏まえ、調査研究に係る不適正な会計処理

の再発防止に努めるため、契約書において不適正使用に係る委託費の返還条項の整

備を図った。 

また、支出証拠書類及び帳簿並びに納入物品の確認等の現地調査の実施、委託研

究者等に対し説明会を開催するなど調査研究費の制度の周知徹底を図るとともに、

今後も継続して制度の周知に努めることとしている。 

なお、調査研究に係る事務処理方針の改定、経理部門による委託費の適正な管理

を図り経理の透明性を確保するため、所属機関の長との契約の推進などの措置を講

じた。 

 

（２）調査研究の評価、研究成果の公表 

① 環境保健分野における平成 22 年度の調査研究については、平成 23 年 3 月に調査

研究成果発表会を開催し、年度評価等を行った。 

② 環境改善分野における平成 21 年度の調査研究については、平成 22 年 5 月に調査

研究成果発表会を開催し、評価委員会による年度評価及び事後評価を行い、年度評

価結果については、平成 22年度の調査研究内容に反映した。 

③ 平成 21年度の調査研究成果を機構ホームページに公表するとともに、調査研究成

果集を作成し、関係地方公共団体などに配布した。 

（資料 24 公害健康被害予防に関する調査研究の評価について（資料編 P38）） 

 

（３）特許等の保有状況 

特許保有件数は 6 件あるが、これは旧公害健康被害補償予防協会が実施していた

調査研究において、各課題が終了した際、受託者が出願費用を負担して特許を出願

したため権利が発生したものである。（権利維持費用も全て受託者が負担している。） 

現在のところ、その特許が直ちに収益化する見込みはないが、将来における収益
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化の可能性を随時確認しているところである。 

なお、当該特許権は、平成 28年度中までに全て期間満了となる。 

 

自己点検結果 

（１）調査研究の公募による実施 

①環境保健分野に係る調査研究 

地域住民のぜん息等の発症予防・健康回復に直接つながる課題 15件を採択し、実

施した。 

②環境改善分野に係る調査研究 

「一般ユーザに対するエコドライブの普及による大気汚染の改善手法に関する調

査研究」1件を採択し、実施した。 

③経理の適正化、透明性の確保 

平成 21 年会計検査報告における指摘を踏まえ、調査研究に係る不適正な会計処理

の再発防止を図るため、必要な措置を講じた。今後も引き続き経理の適正化、透明

性の確保に努める。 

 

（２）調査研究の評価、研究成果の公表 

① 調査研究については、評価委員会による年度評価及び事後評価を行い、評価結果

については研究者等へフィードバックし、次年度の研究内容に反映させた。今後と

もより良い研究を行うための評価等を適切に実施する。 

② 環境保健分野の調査研究については、平成 23年度が第 8期調査研究の最終年度と

なることから、ソフト３事業の効果的な実践及び改善のための評価等に活用すべく

取りまとめを行う予定である。 

  また、調査研究結果をパンフレット、マニュアルに取りまとめ、事業等への一層

の活用を図る予定である。 

 （第 8期調査研究の成果を活用したマニュアル等の作成予定） 

・行動科学的アプローチによる患者教育マニュアルの作成 

・呼気中の一酸化窒素測定マニュアルの作成  

・個別継続的呼吸リハビリテーションプログラムの構築 等 

 ③ 環境改善分野の調査研究については、平成 21年度に終了した「エコドライブによ

る大気汚染物質の排出低減効果の定量的把握に関する調査」の成果を、関連事業の

場や自治体等での活用を前提に、エコドライブによる大気汚染物質（NOｘ,PM）等の

排出低減効果を分かりやすく記載した一般市民向けのパンフレットとして取りまと

めた。 
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４．知識の普及及び情報提供の実施 

平成 22年度計画の概要  

 パンフレットの作成、ぜん息専門医等による講演会の開催やぜん息電話相談などの事

業を積極的に実施。 

 参加者、利用者に対するアンケート調査を実施し、回答者のうち 80％以上の者から５

段階評価で上から２段階までの評価を得る。 

 ホームページ等を活用し、各事業による最新の知見や情報を幅広く積極的に提供。 

 

平成 22年度の重点事項 

・ニーズに沿った知識普及事業の実施 

・ホームページを活用した情報提供の効果的な実施 

 

平成 22年度の業務実績 

（１）地域住民のぜん息等の発症予防、健康回復等に係る知識の普及 

①講演会の実施 

地域のぜん息患者を対象とした講演会については、地方公共団体からの開催要望

を踏まえ、5箇所において開催した。更に、患者団体からも要望があった中国地区に

おいて、岡山県を中心として関係地方公共団体（岡山市、倉敷市、玉野市、備前市）

に協力を呼びかけ追加実施した。 

②講習会の実施 

地方公共団体との共催により、各地域の保健師、養護教諭等を対象とした講習会

を 15箇所（10自治体）において実施した。 

③ぜん息・COPD 電話相談の実施 

ぜん息患者等の個々の事例に特化した相談に応えるぜん息・COPD 電話相談室を年

間を通じて設置し、約 820件の相談に応対した。 

④ぜん息児水泳記録会の実施 

地方公共団体が行う水泳教室に参加しているぜん息児童等を対象に、日頃の訓練

の励みとし、自己管理の啓発・継続を図ることを目的とした水泳記録会を関西地区、

関東地区で開催した。 

事業名 事業実施等 

講演会 開催数：6箇所（5箇所） 

参加人数：789人（644人） 

講習会 開催数：15箇所（12箇所） 

参加人数：1,455人（1,104人） 

ぜん息電話相談室 相談件数：819件（903件） 

ぜん息児水泳記録会 参加者数：345人（参加（申込）者数：338人）  

（ ）は、平成 21年度実績 
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（資料 25 平成 22年度知識の普及事業実施状況（資料編 P43）） 

 

⑤啓発資料、患者教育用ツールの提供等 

・ 教育用ツール、啓発資料として機構が作成したパンフレット等を医療機関、自

治体（保健所、学校）、患者個人等からの要望に応じて約 527千部を提供した。 

提供先 提供部数 活用の内容 

国・地方公共団体 

（保健所、学校含

む） 

187千部 

ソフト３事業の参加者に対する教育用ツール、講

演会教材、学校関係者の研修用教材、環境学習、

環境イベントにおける啓蒙資料 

医療機関 180千部 医療機関受診患者への患者教育・指導等 

個人等 160千部 自己管理等 

計 527千部 (環境保健分野 497千部、環境改善分野 30千部) 

   

・ ぜん息・COPD に関する最新情報を取りまとめた生活情報誌「すこやかライフ」

を年 2 回（春、秋）、各 5 万部を発行し、定期登録読者、講演会･講習会の参加者

及び地方公共団体が行う事業への参加者等へ配付し、患者の療養支援に活用した。 

 

（２）大気環境改善に係る知識の普及 

① 平成 21年度に終了した「エコドライブによる大気汚染物質の排出低減効果の定量

的把握に関する調査」の成果を活用し、一般市民向けに、エコドライブによる大気

汚染物質の排出低減効果を分かりやすく記載したパンフレットを作成した。 

②エコドライブコンテスト事業の実施等 

・ 環境に配慮した自動車の運転をすることにより、大気環境の改善や燃費向上、

交通事故の低減につながるエコドライブコンテスト事業を、地方公共団体・産業

界・トラック事業者等との連携のもとに実施し、運送業以外の業種も含めて、エ

コドライブの普及拡大を図った。 

・ エコドライブコンテストにおける優良活動事業所の事例紹介等を取り入れたセ

ミナーを地方公共団体等とともに 15箇所で開催した。 

・ エコドライブコンテストについては、公害健康被害予防事業としては、平成 22

年度をもって終了する。（予防事業対象地域内におけるエコドライブ普及啓発のた

めのセミナーの開催等は、引き続き実施する。） 

③その他のイベント 

・ エコカーワールドを環境省及び横浜市との共催で、また、エコカーフェアを神

戸市との共催で実施した。予定していた名古屋、大阪、北九州でのエコカーフェ

アについては、公害健康被害予防事業としての参加を中止した。 
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・ 大気汚染防止推進月間のポスター図案を募集し、啓発活動を行った。 

・ これらの事業については、行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえ、

平成 22年度をもって終了する。 

 

事業名 事業実施等 

エコドライブコンテ

スト事業 

参加事業所数：12,224事業所（9,733事業所） 

参加車両台数：315,114台（146,287台） 

セミナー開催：15箇所（15箇所） 

エコカーワールド・

エコカーフェア 

横浜、神戸の 2箇所 

参加人数：108,000名 

大気汚染防止推進月

間の啓発活動 

ポスター図案募集応募数：5,262点（7,002点） 

入賞作品展示会、駅貼り、車内広告等を実施 

（ ）は、平成 21年度実績 

（資料 25 平成 22年度知識の普及事業実施状況（資料編 P43）） 

 

（３）ホームページによる情報提供 

① 「ぜん息などの情報館」及び「大気環境の情報館」のホームページを活用し、予

防事業の実施を通じて得られた最新の知見や情報を幅広く提供した。 

② 平成 22年度のアクセス件数（145,561件）は、前年度（136,940件）と比較して、

約 6％の増となっている。 

 

（４）ぜん息患者等の最新のニーズを踏まえた事業の改善 

行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえ、次の事業を実施した。 

①NPO法人等の知見を活用した情報発信事業の創設 

地域連携によるぜん息、COPD の発症予防等情報発信事業を 2団体で実施した。 

    ・大阪市西淀川区における呼吸器疾病患者への呼吸リハビリテーションの実施促

進・サポート事業（財団法人公害地域再生センター） 

・倉敷市における肺年齢測定・呼吸リハビリテーション等を活用したぜん息・COPD

の情報提供・啓発活動（財団法人水島地域環境再生財団） 

※上記のほか、横浜市民呼吸器フォーラム「せきと息切れ・あなたの肺は大丈夫？」

（横浜みなと赤十字病院）の実施を予定していたが東日本大震災の影響を考慮

して取りやめた。 

②専門医との相談、交流の機会の提供 

・日本小児アレルギー学会との共催による市民公開講座を開催した。 

実施日 ：平成 22年 12月 4日（土） 

開催場所：パシフィコ横浜 

テーマ：「ガイドラインに基づく子どものぜん息・アレルギー疾患治療の最前線」 
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実施内容：第 1部「講演」 

ぜん息などのアレルギー疾患に関する最新情報を専門医が講演 

第 2部「パネルディスカッション」 

参加者から寄せられた日常生活の留意点等に関する質問について、

3名のアレルギー専門医がディスカッション形式で回答 

③就学期のぜん息患者のサポート 

・ 文部科学省、財団法人日本学校保健会と連携し、ぜん息等をもつ児童・生徒

及び養護教諭等を対象としたぜん息フォーラムの開催を計画し、平成 23年 3月

27日の開催を予定していたが、東日本大震災の影響を考慮し、延期した。 

 

（５）事業参加者へのアンケート 

知識普及事業参加者 5,314名に対するアンケート調査を行った。回答率は 76.4％、

回答者(4,062名)の 90.9％から上位 2段階までの評価を得た。 

（（資料 25）平成 22 年度知識の普及事業実施状況(資料編 P43)） 

 

自己点検結果 

（１）地域住民のぜん息等の発症予防、健康回復等に係る知識の普及 

講習会・講演会の開催、啓発資料の提供及び電話相談室の開設等を通じ、ぜん息

等の予防・管理に関する適正な知識の普及、患者の自己管理支援に貢献することが

できた。実施した全ての事業について、アンケート有効回答者のうち 80％以上の方

から上位 2 段階までの評価を得ている。参加者アンケートを通じて得られた要望等

は、今後の事業に適切に反映していく。 

 

（２）大気環境改善に係る知識の普及 

・ エコドライブコンテストについては、事業所数、車両台数とも前年を上回る参加

を得、エコドライブに関する関心及び取り組みの重要性の認識を高めた。また、エコ

ドライブ活動実施前後の比較では、コンテスト応募事業所全体の燃料削減量等から、

概算で約 122,000㎏の NOx削減効果があったものと推計された。 

・ エコドライブセミナーについては、前年度のセミナーで要望のあったエコドライ

ブ優良活動事例の紹介を取り入れて 15箇所で実施し、大気環境改善対策としてのエ

コドライブの普及を図った。アンケート有効回答者のうち 80％以上の方から上位 2

段階までの評価を得ている。 

 

（３）ホームページによる情報提供 

「ぜん息などの情報館」及び「大気環境の情報館」のホームページを活用し、予

防事業の実施を通じて得られた最新の知見や情報を幅広く提供した。 

平成 23年度は、行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえ内容の見直し
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を行うとともに、「大気環境の情報館」を「ぜん息等の情報館」と統合する予定であ

る。 

 

（４）ぜん息患者等の最新のニーズを踏まえた事業の改善 

・ ぜん息患者等の最新のニーズの把握に引き続き努めるとともに、事業の改善に

向けた取り組みを進める。 

・ 東日本大震災の影響を考慮し延期した事業については、平成 23年度に実施する

予定である。 

 

＜平成 23年度に実施又は検討予定の事業＞ 

①専門医への相談・交流機会の確保 

・日本小児科学会との連携による市民公開講座の開催 

・日本小児アレルギー学会との連携による市民公開講座の開催 

②就学期のぜん息患者のサポート 

・文部科学省、教育機関等との連携によるぜん息等をもつ児童・生徒のためのフ

ォーラムの実施 

③高齢患者に対する事業メニューの充実化 

・地域の介護施設、訪問看護ステーション等に対する出張型講演会･講習会の実施 

④COPD に対する認知度の向上等 

・COPDの予防、早期発見に関する啓発資料等の作成 
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５．研修の実施 

平成 22年度計画の概要  

 地方公共団体の各事業従事者を対象に、各事業への理解を深めるとともに、機能訓練

研修、保健指導研修(小児・成人)及び環境改善研修を実施。 

 研修ニーズを把握し、有効回答者のうち 80％以上の者から５段階評価で上から２段階

までの評価を得る。 

 

平成 22年度の重点事項 

・受講者のニーズや専門家の意見を盛り込み、研修を充実化 

 

平成 22年度の業務実績 

（１）研修の実施 

地方公共団体が実施するソフト３事業の従事者等を対象に、各事業への理解を深

めるとともに、事業実施に必要な知識及び技術等を理論的・実践的に習得すること

を目的に、以下の研修を実施した。 

 

研修コース名 受講者数 

環
境
保
健
研
修 

初任者研修 65人（ 65人） 

機能訓練研修 54人（ 69人） 

保健指導研修（小児・成人） 114人（139人） 

予防事業フォローアップ研修 25人（ 57人） 

呼吸リハビリテーション指導者養成研修（新規） 19人（ ― 人） 

ぜん息患者教育スタッフ養成研修（新規） 71人（ ― 人） 

環境改善研修 88人（ 74人） 

計 436人（404人） 

                 （   ）は平成 21年度 

 

・ 環境保健研修は、前年度の受講者アンケートにおけるニーズ等を踏まえ、スパ

イロメーター（肺の換気機能を調べる機器）による呼吸機能の測定、在宅酸素療

法の実演、長期管理薬等の吸入指導等を取り入れるとともに、研修の到達目標を

設定し、受講者の習得度を把握する取り組みを試行的に実施した。 

また、研修毎に各自治体の事業実施内容をまとめた事例集を作成し、研修生間

での情報の共有化を図り、グループ討議や情報交換を促進した。 

・ 環境改善研修は、前年度の受講者アンケートにおけるニーズ等を踏まえ、平成

21 年に環境基準が設定され測定局の整備が始まる PM2.5 や大気汚染物質の健康影

響等について最新の動向や知見等を取り上げ、また、自治体の事例発表等をカリ
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キュラムに取り入れる等、内容を見直して実施した。 

 

（２）行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえた事業の改善 

患者団体、関連学会の医学専門家、地方公共団体等のニーズを踏まえ、地域のコ

メディカルスタッフ（看護師、薬剤師、理学療法士、保健師等）を対象とする次の

研修を新たに実施した。 

・ 地域において COPD患者の療養指導に携わる理学療養士等を養成する「呼吸リハ

ビリテーション指導者養成研修」 

・ ぜん息患者の長期管理をサポートする人材を養成するための「ぜん息患者教育

スタッフ養成研修」 

（再掲） 

研修コース名 受講者数 

呼吸リハビリテーション指導者養成研修（新規） 19人 

ぜん息患者教育スタッフ養成研修（新規） 71人 

計 90人 

 

（３）事業参加者へのアンケート 

研修事業参加者 436 名に対するアンケート調査を行った。回答率は 83.0％、回答

者(362 名)の 96.1％から上位 2段階までの評価を得た。 

（資料 26 平成 22年度研修事業実施状況（資料編 P50）） 

 

自己点検結果 

・ 実施したすべての研修において、参加者の 80％以上の方から上位 2 段階までの評価が

得られた。 

・ 平成 23 年度の健康被害予防事業従事者向け研修は、平成 22 年度に得られた研修生ア

ンケートや医学専門家等で構成する検討委員の意見を踏まえ、研修カリキュラムの策定

を行うとともに、ソフト３事業に従事する指導員の育成の強化に向けた研修コースを新

たに計画する予定である。また、研修計画全体を関係者に早期に提示し、検討･参加を働

きかける。 

・ また、平成 22年度から新たに実施したぜん息・COPDの患者教育、訓練指導等に関わる

地域のコメディカルスタッフ等を対象とした研修は平成 23年度も継続して実施する。 
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６．助成事業 

平成 22年度計画の概要  

 環境保健分野に係る助成事業については、地域住民のぜん息等の発症予防・健康回復

に直接つながる事業に引き続き重点化。 

 事業内容については、地域住民が参加しやすく、より効果的なぜん息等の発症予防及

び健康回復を図る。 

 ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための調査について、本格調査を実施、

結果の取りまとめ。 

 大気環境の改善分野に係る助成事業については、関係地方公共団体等のニーズを反映

しつつ、局地的な大気汚染地域の大気汚染の改善につながる事業を実施。 

 

平成 22年度の重点事項 

・地域住民のぜん息等の発症予防・健康回復に直接つながる事業への重点化 

 

平成 22年度の業務実績 

（１）環境保健分野に係る助成事業 

① 地域住民のぜん息等の発症予防及び健康回復に直接つながるソフト３事業を優先

的に採択し、健康相談事業 50百万円（46）、健康診査事業 148百万円（144）、機能

訓練事業 240百万円（235）、ソフト３事業計 438百万円（426）の助成を行った。 

 （  ）は平成 21 年度 

（単位：人） 

事業名等 平成 21年度 平成 22年度 

健康相談事業 相談参加人数 8,980 8,978 

健康診査事業 指導対象リスク児数 156,769 166,097 

機能訓練事業 事業参加延べ人数 32,395 34,065 

合  計 198,144 209,140 

 

② 行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえ、事業の種類及び規模ごとの

定額助成の基準額を設定、交付要綱を改正し地方公共団体へ周知した。 

ア．事業の種類及び規模ごとに基準額を設けることに係る方向性に関する地方公共

団体向け説明会を開催 

・関東地区：平成 22 年 11 月 1日 

・関西地区：平成 22 年 11 月 2日 

イ．基準額の具体的な内容に関する地方公共団体向け説明会を開催 

・関東地区：平成 23 年 1月 25日 

・関西地区：平成 23 年 1月 27日 
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ウ．助成金交付要綱を改正 

・改正            平成 23年 3月 23日 

・地方公共団体への通知 平成 23年 3月 28日 

 

（２）環境改善分野に係る助成事業 

① 最新規制適合車等代替促進（助成）事業について 17百万円（9）、大気浄化植樹（助

成）事業について 7百万円（2）の交付決定を行った。 

 （  ）は平成 21 年度 

② 行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を踏まえ、最新規制適合車等代替促進

（助成）事業については、平成 22年度限りで廃止した（ただし交付決定内定済みの

ものは経過措置として実施。）。 

・地方公共団体への通知：平成 22月 8月 4日 

・平成 22 年度に当該事業に係る交付決定を行った地方公共団体に対する個別説

明：平成 22 年 8月 10日～平成 22年 9月 1日 

（資料 18 平成 22 年度ソフト３事業等実施状況（資料編 P22）） 

 

自己点検結果 

・ 地域住民のぜん息等の発症予防及び健康回復に直接つながるソフト３事業に重点化し

て実施した。引き続き、自治体と連携して、地域住民が参加しやすく、より効果的なぜ

ん息等の発症予防及び健康回復に対応していく。 

・ 公害健康被害予防事業としての役割が低下してきている最新規制適合車代替促進（助

成）事業を廃止する等、事業の見直しを行った。廃止にあたっては、その方針を平成 22

年 8 月に助成対象地方公共団体に通知するとともに、本年度、同事業について交付決定

を行った地方公共団体の担当部局へ個別に説明し、協力・理解を得ることができた。 

・ 事業の種類、規模ごとの定額の基準額の設定にあたっては、自治体への説明会を複数

回開催する等、設定の経緯や考え方について、途中段階を含めて細かく説明することに

より、事業の縮小を招くことのないように努め、関係自治体の理解を得ることができた。 
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地球環境基金事業 

１. 助成事業に係る事項 

平成 22年度計画の概要  

 助成継続年数は、３年間を限度とし、特段の事情がある場合でも５年を超えないこと

とする。 

 地球環境基金の助成金を受けたことのない団体を対象とした助成を行うとともに、助

成金募集に係る説明会を開催。 

 助成対象は、国の政策目標や社会情勢等を勘案した分野に、海外の助成対象地域につ

いては、アジア太平洋地域を中心とする地域に重点化。 

 地球環境基金運営委員会の下に設置した評価専門委員会において事後評価を実施。 

 助成金の支給に当たり、支払申請書受付から支払までの１件当たりの平均処理期間は

４週間以内。 

 第三者による委員会等により、助成金交付に係る募集要領と審査方針を策定の上審査

し、結果を公表。 

 助成した事業の成果について、事後評価を実施。 

 平成 21 年度評価の結果を公表するとともに、評価専門委員会の意見を踏まえ助成専

門委員会において、募集要領及び審査方針へ反映。 

 募集時期の早期化を図るとともに、助成案件の内定及び交付決定通知について、平成

20年度の水準（それぞれ 4月 15 日、7月 2日）を維持。 

 募集案内、各種申請書等の様式をホームページからダウンロードできるようにするほ

か、助成金募集に係る説明会を開催。 

 助成先団体一覧、活動事例及び評価結果をホームページで紹介すること等により、よ

り広範な情報提供を行う。 

 

平成 22年度の重点事項 

・情報提供の強化等による助成事業対象者の利便性の向上 

・助成事業に関する周知・広報の強化 

 

平成 22年度業務の実績 

（１）助成先の固定化の回避 

平成 22 年 4月 5日に開催した地球環境運営委員会の審議を経て、4月 13日に平成

22年度の助成案件を内定、7月 2日に 153件の交付決定を行った。 

① 平成 22 年度助成において、3 年を超える継続案件は採択しなかった。さらに、助

成対象の裾野を広げるため、発展助成を 36件採択した。 

② 平成 23 年度募集案内においても、一つの活動に対する助成継続年数は原則として

3年以内とする旨明記するとともに、発展助成を募集した。 
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   ＜平成 21～23 年度地球環境基金助成金応募状況＞  (単位：件、百万円) 

年度 
一般助成 発展助成 計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

平成 21年度 288 1,682 220 759 508 2,441 

平成 22年度 280 1,251 189 576 469 1,827 

平成 23年度 254 1,119 159 499 413 1,618 

   

＜平成 21～23年度地球環境基金助成金実施状況＞  (単位：件、百万円) 

年度 
一般助成 発展助成 計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

平成 21年度 129 432 39 81 168 513 

平成 22年度 117 425 36 85 153 510 

平成 23年度 125 442 37 90 162 532 

※金額について、平成 21年度は確定値、平成 22年度は交付決定値、平成 23年度は

内定値である。 

③ 環境 NGO・NPOの数が多い地域及びこれまで一度も説明会を実施していない地域や

助成実績が少ない地域を対象に、地球環境基金主催及び他の助成金運営団体と共同

で助成金説明会を以下のとおり開催した。 

   ＜助成金説明会開催状況＞ 

開催方法 開催場所 

地球環境基金主催   ７箇所 

（地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ、地

方環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｵﾌｨｽと連携） 

釧路市（12/4）、青森市（12/23）、船橋市（11/25）、

渋谷区（12/2）、大阪市（12/13）、松山市（11/21）、

那覇市（12/15） 

他の助成金運営団体と共同実施 

           ８箇所 

札幌市（10/30）、仙台市（9/11）、千代田区（9/4）、

新潟市（9/5）、神戸市（10/23）、広島市（8/28）、

熊本市（9/14）、鹿児島市（9/15） 

    

（２）助成事業の重点化等 

① 平成 22 年度助成について、助成専門委員会（平成 22年 3月 10日）において国の

政策目標等を勘案して策定された生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）に関

連する活動等の生物多様性保全、地球温暖化防止等の重点配慮事項に基づき助成対

象活動の採択を行った結果、重点配慮事項の対象活動は 153 件中 124 件（81.0％）

となった。 

また、海外の助成活動 27件については、アセアン等のアジア太平洋地域での活動

に重点化し、この地域における助成活動は 22件（81.5％）となった。 

② 平成 23 年度助成について、助成専門委員会（平成 22 年 10 月 26 日）において国
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の政策目標等を勘案し、地球温暖化防止等の分野に加え、2012年 6月に開催予定の

持続可能な開発に関する国連会議「リオ＋20」に向けた活動及び COP10 のフォロー

アップに関する活動に特に重点化すること等重点配慮事項を決定した。 

＜参 考＞ 

    平成 22年度助成事業分野別件数     平成 22年度助成事業海外助成件数 

   

       助成件数：153件           海外助成件数：27件 

 

（資料 27 地球環境基金助成金の推移（資料編 P51）） 

（資料 28 平成 22年度助成金重点項目別助成件数・金額（資料編 P52）） 

（資料 29 平成 22年度助成金海外助成件数・金額（資料編 P53）） 

（資料 30 平成 23年度地球環境基金助成金交付要望に当たっての重点配慮事項 

（資料編 P54）） 

 

（３）助成事業に関する評価の実施 

① 平成 21年度に一般助成 3年目となる知識の提供・普及啓発を行う活動で環境教育

分野を中心とする 5件の活動について事後評価を実施し、第 2回評価専門委員会（平

成 22 年 9 月 13 日）で評価結果を取りまとめ、評価対象団体にフィードバックする

とともに、評価結果の概要を 9月 16日に機構ホームページで公表した。 

＜平成 21年度事後評価結果＞ 

 A評価 B評価 C評価 D評価 E評価 

件数 3 0 2 0 0 

 

 

 

 

 

② 第 2回評価専門委員会（9月 13日）において、平成 21年度事後評価の結果を踏ま

え、助成専門委員会に対し、平成 23年度助成金交付要望に当たっての提言を取りま

とめ、機構ホームページで公表した。 

 

・評点Ａ ⇒極めて高く評価できる水準・状況・結果である。 

・評点Ｂ ⇒ある程度高く評価できる水準・状況・結果である。 

・評点Ｃ ⇒普通の水準・状況・結果である。 

・評点Ｄ ⇒やや不満足な水準・状況・結果である。 

・評点Ｅ ⇒極めて不十分な水準・状況・結果である。 
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＜助成専門委員会への提言の概要＞ 

提言内容 平成 23年度募集案内への反映 

1 

 

活動のプロセスや達成度に

ついて外部の専門家等の支

援・助言を受けることが望

ましい。 

要望審査の観点の中で、実施の確実性に関する事

項において、「活動のプロセスや達成度について、

その向上を図るための具体的な仕組みができて

いる場合」は加点要素とすることを明記した。 

2 

 

活動の成果は必要に応じ外

部の専門家等の検証を受

け、専門的・客観的に取 

りまとめ、広く社会に還元

するとともに、今後の活動

に反映させることが重要で

ある。 

要望審査の観点の中で、活動の効果に関する事項

において、「活動成果の把握・活用等についての

具体的な仕組みができている場合」は加点要素と

することとを明記した。 

③ 平成 22年度の事後評価について、第 1回評価専門委員会(6月 29日)において、活

動形態が知識の普及・啓発活動で活動分野が主に地球温暖化防止の分野の中から 5

件を評価対象活動として選定し、平成 22年 11月～平成 23年 2月までの間に事後評

価を実施した。 

④ また、助成団体に対し、毎年度活動終了時に自己評価シートの提出を求め確認を

行っているほか、助成活動報告会を開催（11 月 27 日、28 日）し、一般助成の中間

年（2年目）の全ての助成団体が活動報告を行い、評価専門委員を中心とするアドバ

イザーや他の助成団体等からより効果的な活動となるようアドバイスを行った。 

⑤ さらに、平成 18 年度から 20 年度に 3 年間継続して一般助成を受けた団体につい

て、助成事業実施後の活動状況についてフォローアップ調査を実施し、回答のあっ

た 59団体の調査結果は、以下のとおりである。 

回答項目 件数 割合 

1） 活動の継続状況（助成をうけた当時の規模内容が同等以上） 44件 80.0％ 

2） 団体に対する行政や企業、住民等の信頼感が増した 41 件 69.5％ 

3） 団体内の人材育成や活動を続ける自信につながり、組織が

活性化した 

33件 55.9％ 

4） 他団体とのネットワークが構築された 36件 61.0％ 

※設問項目によって回答なしを除いた「有効回答数」で割合を表示。 

     

 また、助成活動の実施により、行政や企業と協働できる環境 NGO・NPOが育って

きており、例えば次のような成果があげられた。 

ア．（特非）ハンガーフリーワールド（東京都）は、ルワンダ国における降雨量の

減少、森林伐採による農業への影響を改善するため、女性グループを組織し、

環境教育と植林活動を実施。育苗や樹木管理手法を地域住民や学校教員へ研修、
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技術移転を行い、自立できる体制が整備された。 

イ．（特非）小笠原野生生物研究会（東京都）は、小笠原本来の森林の植生、景観

の回復と絶滅危惧種の保全に向け、外来種の駆除（800 本）、固有種シマホルト

ノキやヒメフトモノ等 4 種の育苗、移植（786 本）を行い、7 割の活着（残り 3

割はヤギによる食害の影響）を確認するとともに、観察路等を整備し、管理体

制を整えた。外来種駆除が世界自然遺産への登録申請における条件となってお

り、本活動の実施によりその一翼を担うことができた。 

（資料 31 平成 21 年度事後評価結果及び平成 22年度事後評価実施状況（資料編 P56）） 

 

（４）利用者の利便性の向上 

① 平成 22 年度助成について、内定を平成 22年 4月 13日に、交付決定を同 7月 2日

に行った（参考：平成 21年度：内定 4月 14日、交付決定 7月 2日）。 

② 支払申請における助成団体の事務の効率化等を図るため、Excelマクロファイルを

提供するとともに、機構ホームページで公開した（利用率：72.5％）。 

なお、Windows7及び Microsoft Office Excel 2010に対応したファイルを作成し、

平成 23年 1月に機構ホームページで提供した。 

③ 平成 23年度の募集案内について、前年度より 3週間早く 10月 26日に助成専門委

員会を開催し、前述の重点配慮事項の決定とともに、助成金上限単価等の見直しを

行い、平成 22 年 11 月 4 日（平成 21 年度：平成 21 年 11 月 25 日）に作成し、配布

するとともに、機構ホームページに掲載した。 

また、各種様式や助成団体の活動状況などを機構ホームページで逐次掲載するほ

か、環境 NGO・NPO向け融資情報を更新するとともに、地球環境基金以外の環境分野

の助成金制度についても整理・更新し、提供した。 

④ 支払申請に係る事務処理について、厳正な審査を実施しつつ事務手続きの効率化

を図った。 

＜平成 21年度、22年度支払申請に係る事務処理日数＞ 

年度 平均日数 年度 平均日数 

平成 21 年度 26.12日 平成 22年度 25.41日 

⑤ 平成 22年度地球環境基金助成金の手引きについて、助成対象経費の区分、上限単

価にかかる項目や留意事項などの記述を分かりやすく見直すとともに、よくある質

問集をとりまとめ巻末に掲載した。 

（資料 32 助成金支払申請 Excel マクロファイルの概要（資料編 P57）） 
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自己点検結果 

（１）情報提供の強化等による助成事業対象者の利便性の向上 

支払申請用 Excel マクロファイルの提供により、助成団体の事務処理の効率化に

大きく寄与することができた。また、このファイルの利用が機構の事務の効率化に

もつながった。今後も助成団体の利用を高めるとともに、使い勝手のよいファイル

となるよう修正を図っていく。 

 

（２）助成事業に関する周知・広報の強化 

地球環境基金についての理解を深めるため、早期に募集案内を決定、公表するこ

とにより、全国各地で助成金説明会を実施し、周知・広報を行うことができた。引

き続き広報の充実強化に努める。 

 

（３）事後評価結果の反映等 

平成 21 年度事後評価結果を踏まえ、平成 23 年度募集案内の要望審査の観点（審

査基準）に追加要素となる事項として反映させた。 

また、地球環境基金助成事業の実施後、活動の実施に自信を持ち、継続した活動

を行う環境 NGO・NPO も多く、行政や企業との協働ができる環境 NGO・NPO が育って

おり、助成活動の実施による着実な成果も上げられている。 

今後も地球環境基金事業の実施を通じて、環境 NGO・NPOによる環境保全活動を一

層支援していく。 
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２．振興事業に係る事項 

平成 22年度計画の概要  

 調査事業は、国の政策目標に沿った調査研究に取り組むとともに、研修事業の講座等

を活用し、民間団体等のニーズ調査を行う。 

 研修事業は、環境保全に取り組む民間団体の人材育成という観点から効果の高い事業

に重点化。 

 受講者に対するアンケート調査を行い、有効回答者のうち 80％以上から「有意義であ

った」との評価を得られなかったものについては、次年度に向けて改善。 

 

平成 22年度の重点事項 

・環境 NGO・NPO の活動状況を詳細に把握し、情報提供すること 

・環境 NGO・NPOのニーズや参加のしやすさに配慮した研修・講座の見直し 

 

平成 22年度業務の実績 

（１）環境 NGO・NPO の活動状況の把握 

環境 NGO・NPO の活動状況をより詳細に把握し、国・地方公共団体、環境 NGO・NPO

及び環境保全活動の参加を希望する者やこれらの活動を支援する団体等に情報を提

供するため、地方環境パートナーシップオフィスを運営する中間支援組織等の協力

を得て、平成 21 年度より 3年計画で環境 NGO・NPOの活動状況調査を実施している。 

平成 22 年度は、関東甲越ブロックを対象に調査を実施し、2,186 件から回答を得

ることができた。 

また、平成 21年度調査分（北海道、中国、四国、九州ブロック）については、デ

ータベースを修正し、機構ホームページ NGO・NPO団体情報コーナーで公開した。 

 

（２）研修・講座の実施 

① 平成 21 年度の研修・講座参加者の意見・

要望、参加者数等を踏まえ、公認会計士、

社会保険労務士等の専門家を NGO・NPOの事

務所に派遣して研修を行う「組織運営出前

講座」と集合研修である「環境保全に取り

組む NGO・NPO 運営講座」を統合し、また、

海外派遣研修について「活動体験コース」

と「実践手法スタディコース」を統合した。 

これにより、平成 22 年度は、16講座につ

いて企画募集を行い、優れた企画提案のあ

った 12研修・講座を決定し、実施した。 

 

海外派遣研修 

インド・チリカ湖での環境学習の様子 
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② 研修・講座の実施概要を機構ホームページで公開し、研修・講座に参加できなかっ

た者にも情報提供を行った。 

③ 研修・講座参加者のアンケート調査における「有意義であった」との回答は、98.6％

と高い評価を得た。 

④ 各研修・講座の参加者に対し研修ニーズの把握を行うとともに、研修・講座運営団

体の担当者を一堂に会したミーティング（平成 23年 1月 19日）を行い、課題の抽出、

意見・要望等を聴取した。これら研修・講座に係るニーズ・提案等を参考にし、平成

23年度の研修・講座計画を立案した。 

（資料 33 平成 22年度研修・講座実施状況（資料編 P58）） 

（資料 34 平成 22年度研修・講座参加者アンケート結果及び研修・講座運営団体から

の意見・要望等（資料編 P59）） 

 

自己点検結果 

（１）環境 NGO・NPO の活動状況の把握 

2 年目となった環境 NGO・NPO の活動状況に関する調査について、地方環境パート

ナーシップオフィス運営団体等の協力を得て、関東甲越ブロックのデータ 2,186 件

を収集することができた。平成 21 年度調査分は機構ホームページで既に公開してお

り、関東甲越ブロックのデータも早期に公開する予定である。 

 

（２）研修・講座の実施 

    4 月に研修・講座計画を公表し、早期に企画募集等を行うことができた。しかし、

募集した 16 講座に対し、優れた企画提案がなかった 4講座については、実施しなか

った。 

効果的な研修・講座を実施するために、研修・講座参加者からの研修ニーズを把

握・分析し、さらに研修・講座運営団体の担当者とのミーティングを経て、運営上

の課題、意見、要望等を把握した。これらの中で出された研修効果を高める提案を

参考に、平成 23 年度研修・講座計画を立案した。今後も、受講者、運営者の意見・

要望を把握し、研修・講座事業を実施していく。 
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３．地球環境基金の運用等について 

平成22年度計画の概要  

 地球環境基金事業の役割に対する国民・事業者等の理解が得られるように努め、

基金の更なる積増しを図る 

 地球環境基金の運用につき、安全かつ有利な運用に努める 

 

平成 22年度の重点事項 

・地球環境基金についての広報活動の強化 

・既存寄付者に対する報告・感謝の充実 

 

平成 22年度業務の実績 

（１）広報募金活動等 

環境省等との連携の強化等により、広報募金活動の充実・強化を行った。 

①地球環境基金の広報 

・ 地球環境基金のニュースレターである地球環境基金便り第 29号を 9月に、第 30

号を 3月に発行した（各 3万 5千部）。 

・ 東京新聞の協力を得て、国際生物多

様性の日の前日（平成 22年 5月 21日）

に記事広告を行った。また、「公営国

民宿舎ガイド」（平成 22年 6月発行）

に広告の掲載を行った。 

・ エネルギー環境学習見学施設にパン

フレット等設置の協力を依頼し、23施

設からの協力を得た。また、（財）国

民公園協会の協力で皇居外苑、新宿御

苑、京都御苑にパンフレット等の設置

を行った。 

・ 子ども霞が関見学デー、環境デーなごや、ウインターリゾート 2011、エコプロ

ダクツ 2010 へブース出展を行った。 

②募金方法及び募金箱の設置の拡大 

・ セゾンカード・UCカードの永久不滅ポイントによる寄付先となった。（平成 22

年 5月より） 

・ クレジットカード（VISA、Master）を利用した寄付方法を導入した。（平成 22

年 7月より） 

・ ブックオフオンラインの「ボランティア宅本便」の寄付先となり、不要になっ

た本や CDで寄付のできる「本 de寄付」を開始した。（平成 23年 3月より） 

・ 東急スポーツオアシス創立 25 周年を記念したご寄付を得るとともに、募金箱

東京新聞（平成22年5月21日）広告掲載 
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の設置（全国 32 店舗）についても協力を得た。 

③既存寄付者に対する報告・感謝の充実 

・ 寄付額が一定の基準を満たした寄付者に対して、感謝状（20 件）を発行した。 

・ 手書きのメッセージ入りサンクスカードを添えて領収書を発送をした。 

・ お香典からのご寄付に対して、お礼状を作成した。 

・ 継続・高額寄付者に対して理事長及び担当理事が御礼のための訪問（18件）を

行った。 

④ホームページの充実 

「本 de 寄付」の紹介、広報誌の読者アンケートフォーム、エコアイディアコンテ

ストの紹介ページ、お香典からのご寄付に対するお礼状発行の案内等を新規に作成

した。 
⑤寄付額 

平成 22 年度における寄付額は 81,794 千円となり、平成 21 年度の寄付額(85,179

千円)には至らなかったが、寄付件数は過去 10年間の中で最多となった。 

 

＜寄付額の推移＞                         （単位：千円） 

 

＜地球環境基金造成状況＞                  （単位：件、百万円） 

区 分 
政府出資金 民間等出えん金 合  計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

平成 5～11年度 11  6,400  2,913  4,181  2,924  10,581 

平成 12年度    2  2,500   883    8   886  2,508 

平成 13年度    3   500   690   18   692   518 

平成 14年度    0    0   475   13   475    13 

平成 15年度    0    0   392   13   392    13 

平成 16年度    0    0   877   15   877    15 

平成 17年度    0    0   372   14   372    14 

平成 18年度    0    0   665   51   665    51 

平成 19年度    0    0   738   69   738    69 

平成 20年度    0    0   566   77   566    77 

平成 21年度    0    0   632   85   632    85 

平成 22年度    0    0   893   82   893    82 

累  計   16  9,400 10,096 4,626 10,112 14,026 

（資料 35 広報募金活動の取組状況（資料編 P60）） 

年 度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

寄付額 51,418 68,633 76,598 85,179 81,794 
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（２）基金の運用状況 

地球環境基金の運用方針に基づき、以下の運用を行った。 

種類 金額（百万円）

 

利率（％） 預入日 期間 

財政融資預託金 1,000    1.1 平成 22年 7月 28日 10年 

〃 70    1.1 平成 22年 7月 29日 10年 

 

（資料 36 地球環境基金の運用方針について（資料編 P61）） 

 

自己点検結果 

地球環境基金の知名度を上げるための広報活動の強化に努めた結果、過去 10年間の中

で最高の寄付件数を得ることができた。しかし、寄付総額は昨年度より減少したことか

ら、今後更に新規寄付者の開拓に努める必要があると考えられる。この点も含め、今後

とも、広報・募金活動の強化を図って行きたい。 

また、地球環境基金の運用については、今後とも、安全かつ有利な運用を行う。 
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＜ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による助成業務＞ 

平成22年度計画の概要  

 助成対象事業の実施状況等をホームページにおいて公表 

 

平成 22年度の重点事項 

・PCB廃棄物処理のための助成の適正な実施と情報公開 

 

平成 22年度業務の実績 

（１）PCB廃棄物処理基金軽減事業への助成及び実施状況の公表 

中小企業者等が保管する PCB廃棄物の処理費用の軽減のための助成金交付(軽減事

業)を実施し、四半期ごとの実施状況を以下のとおり機構ホームページで公表した。 

   ・ 8 月、11月、2月及び 5月（交付対象件数及び処理台数を公表）  

 

（２）PCB廃棄物処理基金振興事業への助成及び実施状況の公表 

平成22年度のPCB廃棄物の処理に関する研究促進のための助成金交付（振興事業）

を実施し、実施状況を機構ホームページで公表した。 

・研究テーマ：「実際の PCB 廃棄物を使用した気化溶剤循環抜油・洗浄の実証試験」 

 

＜参考-1：平成 21年度及び平成 22年度軽減事業、振興事業の実績＞ （単位：千円） 

区分 
平成 21年度 平成 22年度 

件数 台数 金額 件数 台数 金額 

軽減事業 2,776 6,314 1,159,560 2,941 7,684 1,464,243 

振興事業  37,833  79,800 

 

＜参考-2：拠出状況＞                     （単位：百万円） 

 

年度区分 国 都道府県 民間出えん金 

平成 13～17年度 10,000 10,000 481 

平成 18年度 2,000 2,000 0 

平成 19年度 2,000 2,000 0 

平成 20年度 2,000 2,000 0 

平成 21年度 2,000 2,000 0 

平成 22年度 2,000 1,861 0 

累計額 20,000 19,861 481 
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（資料 37 ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物処理基金業務について（資料編 P62）） 

（資料 38 ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物処理基金の運用方針について（資料編 P64）） 

 

自己点検結果 

PCB 廃棄物処理基金に係る軽減事業及び振興事業への助成について、環境大臣が指

定する事業者からの申請に基づき、適正に審査して実施するとともに、交付状況につ

いて機構ホームページで公表した。 

今後も適正な助成金の交付を実施するとともに、交付状況を機構ホームページで公

表する。 
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＜維持管理積立金の管理業務＞ 

平成22年度計画の概要  

 安全性の確保を優先し確実な取戻しを確保しつつ、積立て及び取戻しの状況に応

じた適切な運用 

 本積立金の積立者に対し、運用利息額等を定期的に通知 

 

平成 22年度の重点事項 

・維持管理積立金の適正な管理及び取戻し状況に応じた適切な運用 

 

平成 22年度業務の実績 

（１）維持管理積立金の適切な運用 

維持管理積立金について、運用方針に基づき、最終処分場の埋立て終了等に伴う

取戻しの状況に応じ安全性の確保を最優先に以下の運用を行った。 

＜維持管理積立金運用状況＞ 

種 類 額面金額（百万円） 利回り（％） 購入日 償還日 

利付国債 11,200 0.24 H21.9.30 H23.10.15 

利付国債 15,000 0.633 H21.10.16 H26.9.20 

国庫短期証券 14,000 － H22.6.21 H23.6.20 

計 40,200 － － － 

 

（２）維持管理積立金の適正な管理 

維持管理積立金積立者に対して預り証の発行を行うとともに、最終処分場設置の

許可権者（91団体）に対し積立て及び取戻し状況通知書を発行した。 

また、維持管理積立金積立者に対し、運用利息の通知を行い、利息払渡し請求書

に基づき利息の払渡しを行った。 

さらに、平成 22年度の維持管理積立金について、許可権者からの算定通知が送付

され次第、最終処分場設置者に払込通知を送付した。 
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＜維持管理積立金の積立て及び取戻し状況＞              （単位：千円） 

年  度 

区  分 

積  立 取  戻 (△) 残  高 

件数 金額 件数 金額 金額 

平成 16年度 74 1,457,116 2 3,420 4,902,901 

平成 17年度 81 1,850,226 2 41,072 6,712,055 

平成 18年度 1,017 14,154,352 5 152,275 20,714,132 

平成 19年度 1,131 14,322,505 26 717,530 34,319,107 

平成 20年度 873 9,599,712 35 779,001 43,139,818 

平成 21年度 837 6,879,808 56 1,031,740 48,987,886 

平成 22年度 793 8,318,017 52   635,473 56,670,430 

 

（資料 39 維持管理積立金業務について（資料編 P65）） 

（資料 40 維持管理積立金の運用方針について（資料編 P66）） 

 

自己点検結果 

 維持管理積立金の積立て及び取戻し並びに利息額の算定通知及びその払渡しについて、

適正な管理を行うとともに、安全性の確保を最優先とした運用計画に基づく資金運用を

行うことができた。 

 今後も引き続き事務処理手順の更なる合理化を図るとともに、安全性の確保を最優先

とした資金運用に努める。 
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石綿健康被害救済業務 

１．救済制度の広報の充実、申請者等への相談の実施 

平成 22年度計画の概要  

 アンケート調査等により、広報効果を把握した上で、計画的に広報を実施。 

 指定疾病の追加の実施に必要な広報を適切に実施。その際、関係省庁、都道府県、市

町村、関係団体等医療関係者等とも連携を図る。 

 広報活動におけるアンケート調査等により、効果測定を実施し、広報活動に役立てる。 

 無料電話相談や相談窓口での説明、現地相談会を引き続き適切に実施。 

 指定疾病追加に伴い、手引きの作成・配布、保健所等受付担当者への説明、研修、必

要な情報をホームページへ掲載。 

 

平成 22年度の重点事項 

・政令改正による指定疾病追加についての集中的な広報・広告の実施 

・医師等への広報を着実に実施 

・住民相談会、リスティング広告、交通広告の拡充 

 

平成 22年度業務の実績 

 平成 22年度は、前年度までの広報活動とその効果を踏まえ広報実施計画を定め、以下の

ような広報、相談を行った。  

（資料 41 石綿健康被害救済制度平成 22年度広報実施計画（概要）（資料編 P67）） 

 

（１）政令改正施行日（7月 1日）に向けた広報・周知 

政令改正による指定疾病追加について周知を図るため、改正政令施行日である 7

月 1日に合わせ、集中的に広報・広告の実施を図った。 

①新聞による広報 7 月 1日に一斉に広告掲載 

   全国紙 3紙、地方紙 5紙で実施 

②改正政令施行に対応したパンフレット・手引き等の改訂・作成し集中的配布 

保健所説明会（6月実施）において配布 

 

（２）医師・医療機関向けの広報の着実な実施 

申請の契機となることの多い、医師等への広報を着実に実施するため、以下のよ

うな広報活動を実施した。 

①専門医療系雑誌への広報 

    指定疾病の診療に関係の深い 5誌で実施 

②医学会のセミナーにおける広報 

    専門医を対象としたセミナー（5箇所）において診断についての講義に併せ、制度

を紹介 
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③自治体主催の医師・医療機関向け研修会への講師派遣 

    3自治体において実施 

④パンフレット・手引き等の改訂・作成、集中的配布  

    指定疾病にかかる診断書を作成したことのある実績のある病院や主要病院 1170箇

所に送付 

 

（３）効果的な広報媒体を使った広報・広告の実施 

 きめ細かな制度周知を図るため、昨年度試行した広報・相談について、その効果を

踏まえ、今年度も以下のように実施した。 

①各地での住民相談会 

保健所説明会に合わせ 3箇所で実施、相談者 25名（前年度比 5倍）に対応（昨年

度：2箇所、5名） 

②インターネットのリスティング広告の実施 

機構ホームページに誘導するため、検索エンジンでのリスティング広告、情報サ

イトでのバナー広告を実施 

  ③交通広告の実施 

JR 東日本における新幹線車内字幕文字広告(昨年度からの継続実施)や映像を活用

した広告トレインチャンネルなど新しい手法で実施 

  ④特定業種に向けた広報 

  引き続き、患者発生数の比較的多い業種向けの広報周知活動を実施 

・特定業種向け雑誌・専門新聞（7誌）に広告を掲載 

・(社)全国産業廃棄物連合会の協力による県廃棄物協会の研修会における制度周知

の機構職員の講演を 4箇所で実施   

・各業界団体等 2箇所で、制度周知の機構職員の講演を実施  

（資料 42 平成 22年度広報実績一覧（資料編 P69）） 

 

（４）広報の効果 

① 政令改正施行日に向けた広報活動により、7 月のフリーダイヤルの問合せ件数が

1,164件と増加した（6月 628件）。 

（資料 43 平成 22年度機構フリーダイヤル件数集計結果（資料編 P72）） 

 

② 同じく 7月のホームページアクセス件数は 6,619件（6月 5,310件）で増加してい

る。年間でも 66,708件（前年 63,180件）、前年比 5.5％の増となっている。 

  なお、ホームページについては、被認定者（療養者）アンケートにおいて救済制

度を知った経緯を聞いたところ、ホームページをあげた方が全体の 11.3％を占めて

おり、救済制度への申請にも一定の効果があった。 
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（資料 44 機構ホームページ中「アスベスト（石綿）健康被害」のページアクセス

数の推移（資料編 P74）） 

（資料 45 アンケート調査結果概要（平成 22年度）（資料編 P75）） 

 

③ 医師、医療機関向け広報については、申請のうち、医学的資料が揃い、1回の医学

的判定で認定されるものの比率がここ数年増加傾向にあり、一定の周知効果が上が

っていると見られる。（療養中の方 22年度 52.2%、21年度 51.3％、20年度 49.1％） 

④ リスティング広告・バナー広告を行った期間、これらの広告を経由したアクセス

は全体の 10～20％程度を占めており、効果があった。 

（資料 46 広報の効果測定について（資料編 P77）） 

 

⑤ 機構への電話問い合わせのうち、問い合わせのきっかけとなった広報媒体を聞く

と、インターネット（ホームページ）88件・交通広告（新幹線字幕）10件、雑誌 15

件あり、一定の効果があったと見られる。 

 （資料 43 平成 22 年度機構フリーダイヤル件数集計結果（資料編 P72）） 

（資料 47 平成 22年度電話相談総件数（資料編 P78）） 

 

自己点検結果 

・ 政令改正施行日（7月 1日）に向け、新聞等により集中的に広報・広告を実施し、フリ

ーダイヤルの問合せ件数やホームページのアクセス件数が増加しており、一定の効果が

認められた。 

・ 医師、医療機関向けの広報・周知は、セミナーや雑誌広告で地道に広報をし、制度の

内容や手続きについて周知が進んできている。今後とも診断の向上のための情報提供と

合わせ、制度、手続きの周知を行い、申請や迅速な認定につなげていく。 

・ 住民相談会、インターネットのリスティング広告、交通広告、石綿ばく露の多い業種

への説明などきめ細かな広報活動を行い、一定の効果があった。今後とも、地域性や関

連業種など的を絞り効果の高い広報を選択して実施する。 
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２．制度運営の円滑化等 

平成 22年度計画の概要  

 被認定者や遺族等へのアンケートを実施し、制度運営や広報へ反映するとともに、 

医療関係者、保健所担当者についてもアンケート等により意見を聴取。 

 医療機関等に、手引き等の送付など、情報提供の徹底。 

 追加疾病の取扱いの多い医療機関を中心に、新たな手引きの送付等周知を適切に実

施。 

 医療関係者向けセミナーや石綿小体計測精度管理事業の実施。 

 蓄積してきたデータを活用し、認定・給付業務や制度広報に活かす。 

 受付・認定状況や調査・事業の内容について公表し、統計集などでも提供。 

 ホームページで提供する情報の充実化。 

 

平成 22年度の重点事項 

・アンケートによる被認定者や遺族等のニーズの把握と制度の運営・見直しや広報媒体の

選定等への活用 

・医師・医療機関の制度認識の向上及び判定に必要な検査・計測の精度の向上による認定

業務の迅速化・正確性の確保 

・受付認定状況、ばく露状況調査等の積極的なホームページ等での公表 

 

平成 22年度業務の実績 

（１）ニーズ把握のためのアンケート調査等の実施 

  ①アンケート等の実施 

   石綿健康被害救済制度の関係者を対象として、以下のようなアンケートを実施した。 

・制度利用（石綿健康被害救済手帳所持者）アンケート（5月実施） 

・被認定者（療養者）アンケート（随時） 

・施行前死亡者遺族アンケート（随時） 

・未申請死亡者遺族アンケート（随時） 

・保健所担当者アンケート（3月実施） 

・学会セミナーアンケート（随時） 

（資料 45 アンケート調査結果概要（平成 22年度）（資料編 P75）） 

 

②アンケート結果の反映 

平成 21年度・22 年度のアンケート結果を受け、以下のような改善等を行った。 

・ 被認定者の 6割超が病院等医師より救済制度を教えてもらったと回答する一方、

病院等医師の制度についての知識・協力不足が手続きの妨げとなったとの回答も

多かったことから、指定疾病の追加にあわせ、セミナーや医師向け手引きの配布

など、医療従事者向け周知・広報の充実を図った。 
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